
令和７年度第３回太宰府市地域公共交通活性化協議会 次第 

 

日時：令和８年１月２８日（木）１５時開始 

場所：プラム・カルコア太宰府  ２階研修室 

 

 

１  開会  

   ・委嘱状交付 

・挨拶 

 

 

２  議事  

  【議題】  

 １  公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について 

 

 

 ２  路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について  

 

 

   ３  太宰府市地域公共交通計画（素案）について  

 

 

３  その他  

 

 

 

４  閉会  

 

 

 



任期：令和8年3月31日まで

Ｎo. 選出区分 氏名 所属団体等

1 副市長 原口　信行 太宰府市

髙橋　拓大 九州旅客鉄道(株)　経営企画本部　経営企画部　副課長

田代　幸輔 西日本鉄道(株)　鉄道事業本部　計画部　計画課長

3
一般乗合旅客自動車運送事業者及びその
組織する団体において選出された者

池田　舞 西日本鉄道(株) 自動車事業本部 営業部 地域ネットワーク担当 課長

中井　一貴 有限会社太宰府タクシー　代表取締役

作道　竜也 福岡西鉄タクシー(株)　営業部　営業課長　統括担当

5 校区自治協議会を代表する者 松本　芳生 太宰府市自治協議会　内山区自治会長

6 福岡運輸支局長又はその指名する者 永松　靖二 国土交通省　九州運輸局　福岡運輸支局長

7
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動
車の運転者が組織する団体の代表者

森本　直弥 西日本鉄道(株)　原自動車営業所　助役兼自動車運転士

永松　寿隆 国土交通省　九州地方整備局　福岡国道事務所　計画課長

井上　高志 福岡県　那珂県土整備事務所　企画班　地域整備主幹

堀　修一朗 太宰府市　都市整備部　建設課長

9 公安委員会を代表する者又は交通管理者 濱脇　太 福岡県警察　筑紫野警察署　交通課　交通総務係長

10 識見を有する者 寺町　賢一 九州工業大学大学院　工学研究院　建設社会工学研究系　教授

日宇　悟史 西日本鉄道(株)　まちづくり・交通・観光推進部　課長

小堀　まろり 国土交通省　九州運輸局　交通政策部　交通企画課　課長

三重野　直美 福岡県　企画・地域振興部　交通政策課　課長補佐

八尋　茂雄 元太宰府市総合戦略推進委員会　委員長

楠田　悦子 モビリティジャーナリスト

竹井　正彦 太宰府市商工会 観光部会長（(有)ナカガミ　代表取締役）)

池上　順一 バリューマネジメント(株)　地域創生部　ゼネラルマネージャー

【事務局】

伊藤　健一

古賀　千年志

前田　勝一朗

柴田　義則

長澤　浩平

久保　弘樹

田渕　利治

古里　将輝
太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

8
市内に存する道路の道路管理者又はその
指名する者

11 その他市長が適当と認める者

太宰府市 都市整備部　部長

太宰府市 都市整備部 都市計画課　課長

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当係長

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市地域公共交通活性化協議会　委員名簿

2
鉄道事業者及びその組織する団体におい
て選出された者

4
一般乗用旅客自動車運送事業者及びその
組織する団体において選出された者



1 
 

○太宰府市地域公共交通活性化協議会規則 

平成30年３月27日 

規則第10号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例（昭和60年条例第17号）

の規定に基づき、太宰府市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項について調査及び協議を行うもの

とする。 

(1) 地域の実情に応じた適切な旅客輸送の態様等に関すること。 

(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

(3) 生活交通の確保、維持及び改善のための事業に関すること。 

(4) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第５

条第１項に規定する地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の策定

及び変更に関すること。 

(5) 交通計画に定められた事業の実施及び連絡調整に関すること。 

(6) 地域公共交通確保維持改善事業に関すること。 

(7) その他必要な事項 

（令３規則44・令６規則55・一部改正） 

（組織） 

第３条 協議会は、25人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市

長が委嘱又は任命する。ただし、第１号に掲げる者については、別に辞令を用

いることなく委員に命じられたものとする。 

(1) 副市長 

(2) 鉄道事業者及びその組織する団体において選出された者 

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出され

た者 

(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出され

た者 
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(5) 校区自治協議会を代表する者 

(6) 福岡運輸支局長又はその指名する者 

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代

表者 

(8) 市内に存する道路の道路管理者又はその指名する者 

(9) 公安委員会を代表する者又は交通管理者 

(10) 識見を有する者 

(11) その他市長が適当と認める者 

（令６規則55・一部改正） 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を

離れたときは、委員の職を失う。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、これを妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

４ 会議は、旅客の利便性を損なわないと協議会で認められた事項について協議

する場合は、書面にて開催することができる。この場合において、決定事項に

ついては、会長が書面により委員に報告を行うものとする。 

５ 協議会において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求

め、その説明又は意見を聴くことができる。 

（協議結果の取扱） 
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第７条 協議会において協議が調った事項については、関係者は、その結果を尊

重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（分科会） 

第８条 協議会は、必要に応じ分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（令６規則55・一部改正） 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年規則第44号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年規則第55号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



令和7年度第3回
太宰府市地域公共交通活性化協議会資料

太宰府市都市計画課

1

資料１



本日の内容

議題１

公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について

議題２

路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について

議題３

太宰府市地域公共交通計画（素案）について

2
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議題１

公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について

1. まほろば号ダイヤ改正
2. まほろば号ダイヤ案（資料2）
3. 今後の取り組み
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1.まほろば号ダイヤ改正

（1）改正の経緯

①令和8年4月1日付で一部区間廃止申出のあった路線バス星ヶ丘線五条系統の代替交通としての

必要性

②まほろば号を運行する西日本鉄道㈱より慢性的な乗務員不足のため運行体制変更の申し出あり

議題1 公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について

限られた車両数・乗務員数による運行のため次の取り組みを実施
●運行経路の短縮（西鉄都府楼前駅発着→西鉄五条駅発着）
●既存路線バスの活用
●系統新設に伴う既存路線の一部区間廃止の実施
●右回り、左回りある路線は利用状況を踏まえお互いを補完できるような便数調整
●遠距離通学の児童生徒のためのスクールバス導入の方向で検討中
これらを実施することで、運行便数減を抑えて可能な限り移動手段確保に努める

内容 現在 R8.4.1～

運行体制（平日） 10台のバス車両を
12人の運転士で運行

6台のバス車両を
7人の運転士で運行

運行体制（土日祝） 10台のバス車両を
11人の運転士で運行

5台のバス車両を
6人の運転士で運行
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2.まほろば号ダイヤ改正

（2）主な改正内容

①令和8年4月1日付で廃止申出の路線バス星ヶ丘線五条系統の運行（9時台まで）

②運行経路の短縮及び既存路線バスの活用

③系統新設に伴う既存路線の一部区間廃止の実施

④右回り・左回りある路線は利用状況を踏まえお互いを補完できるような便数調整

議題1 公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について

③

①

②
④
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2.まほろば号ダイヤ改正

（2）主な改正内容

①令和8年4月1日付で廃止申出の路線バス星ヶ丘線五条系統の運行

議題1 公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について

路線図
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2.まほろば号ダイヤ改正

（2）主な改正内容

①令和8年4月1日付で廃止申出の路線バス星ヶ丘線五条系統の運行

星ヶ丘線沿線地域の地形及び利用状況の概要

議題1 公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について



2.まほろば号ダイヤ改正

（2）主な改正内容

①令和8年4月1日付で廃止申出の路線バス星ヶ丘線五条系統の運行

６時 ７時 ８時 ９時 １０時 １１時 １２時 １３時 １４時 １５時 １６時 １７時 １８時 １９時 ２０時 ２１時 ２2時

五条駅→太高入口
（星ヶ丘線）

１便 １便

太高入口→五条駅
（星ヶ丘線）

１便

五条駅→太高校入口→市役所
（星ヶ丘・高雄回り）

１便

小型バス１台
運転士1人

ハイエース1台
運転士1人

ハイエース1台
運転士1人

タ
ク
シ
ー

セダン

１便ま
ほ
ろ
ば
号

の
る
ー
と
太
宰
府

R8.4.1～　コミュニティバス+AIオンデマンド交通【ハイブリッド方式】

交通モード

予約型

予約型

ドアtoドア

定時定路線

8

議題1 公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について

※平日イメージ

→西鉄バス星ヶ丘線については、特に午前中の通勤・通学及び通院利用が需要規模が比較的大きいため、小
型バス・定時定路線型での運行を継続する必要があることから、コミュニティバスへの転換を実施する方向
で協議・検討中。
需要規模が比較的小さくなる時間帯については、ＡＩオンデマンド交通の導入・検証が開始した状況とな

る。
以上により、利用状況を考慮し９時台までバスモード、10時以降はＡＩオンデマンド交通の運行により、

可能な限り移動手段を確保。



議題1 公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について

2.まほろば号ダイヤ改正

（2）主な改正内容

②運行経路の短縮及び既存路線バスの活用

・まほろば号の複数路線が並走している区間の路線の短縮

→内山線について、ある程度の便を都府楼前駅発着から五条駅発着へ変更することで、

運行時間を捻出して運行便数を確保

・既存路線バスの活用

→北谷回りについて、路線バス宇美～太宰府線も並走しているため、運行便数を調整

9

五条駅
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2.まほろば号ダイヤ改正

（2）主な改正内容

③系統新設に伴う既存路線の一部区間廃止の実施

まほろば号星ヶ丘線と高雄回りを合わせて運行するため既存路線の一部区間廃止。また、

星ヶ丘線と合わせて運行するためまほろば号として停車しないバス停も発生するものの、

まほろば号として停車しないバス停については概ね、AIオンデマンド交通の運行区域に

含まれるため10時以降、五条駅⇔高雄方面の移動可能。

廃止区間周辺路線図

議題1 公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について



11

2.まほろば号ダイヤ改正

（2）主な改正内容

④右回り、左回りある路線は利用状況等を踏まえお互いを補完できるような便数調整

大佐野回り・吉松回りと、水城回り・国分回りは、西鉄都府楼前駅を起終点として右回り、

左回りで運行しており、それぞれの路線の利用状況を踏まえて、一方の路線の便数が減っている

時間帯については、可能な限り反対回りの路線で補完して運行を行う。

議題1 公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について

④



議題1 公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について

2.まほろば号ダイヤ改正

（2）主な改正内容

現在と変更後の便数比較

変更後のダイヤについては、資料2で説明
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議題1 公共交通再編（まほろば号ダイヤ改正）について

3.今後の取り組み

・今回改正後の利用状況も踏まえ、最適な交通モード配置の検討

路線変更等がある場合は、引き続き本協議会で協議する

・コミュニティバス、地域サポートカー、デマンド交通がそれぞれ運賃も異な

ることからコミュニティバス等料金体系の検討

・紅葉時期などの一部区間における観光需要の高まり（オーバーツーリズム）

への対策については、通学児童をはじめとする地域住民や来訪者が可能な限

り乗車できるよう、バス停の表示やバス車内の音声で多言語案内を実施して

いる。引き続き、他自治体の先進事例を調査研究している。

13
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議題２

路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について

1.経過
2.ＡＩオンデマンド交通「のるーと太宰府」の実証運行内容
3.令和８年４月１日からの地域公共交通
4.路線バス星ヶ丘線に関する方向性



議題２ 路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について

1.経緯

(1)令和6年3月29日付けで西鉄バス二日市(株)から福岡県バス対策協議会へ「乗合バ
ス路線の廃止及び一部区間廃止について」申出書が提出

・路線名：星ヶ丘線(太宰府市)

・廃止予定日：令和7年4月1日

(2) 福岡県バス対策協議会ブロック別地区協議会開催
ｱ 令和6年5月8日 第1回

○令和7年4月1日付け一部区間廃止予定路線（星ヶ丘線）に係る協議
出席者：福岡運輸支局、福岡県、太宰府市、西日本鉄道（株）

協議結果：太宰府市の地域公共交通会議に諮り、今後の対応について検討

16



議題２ 路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について

(3)太宰府市地域公共交通活性化協議会開催

ｱ 令和6年8月7日 令和6年度第1回

○市組織強化報告 ○運転士不足の状況及び推移予測説明

○星ヶ丘線に関する一部区間廃止の内容説明

ｲ 令和6年10月21日 令和6年度第2回

○星ヶ丘線の地域課題の分析・整理 ○利用者ニーズ把握検討報告

○代替交通モード導入の検討協議

ｳ 令和7年2月13日 令和6年度第3回

○バス利用に関する利用者アンケート調査結果

○沿線自治会長及び県立高校からの主な意見

○星ヶ丘線に関する方向性 ○持続可能な地域公共交通の再構築

ｴ 令和7年5月21日 令和7年度第1回

〇星ヶ丘線の廃止期限の延長 〇減便対応代替交通の運行(激変緩和)

〇太宰府市デマンド交通実証実験事業

ｵ 令和7年8月7日 令和7年度第2回

○星ヶ丘線乗合ジャンボタクシーの運行（代替交通）

○デマンド交通実証運行事業計画

○公共交通再編方針 17



筑紫野市・太宰府市エリア 路線図の概要

筑紫野市

18

【凡例】

星ヶ丘線 一部廃止区間

星ヶ丘線 存続区間

二日市線

まほろば号高雄回り

筑紫野市



星ヶ丘線沿線地域の地形及び利用状況の概要

19



議題２ 路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について

(4)事業者との協議結果（星ヶ丘線の廃止期限延長）

通勤・通学等の日常生活に必要不可欠な路線であることから、沿線地域にお住まいの
方々にとって、突然の路線廃止は日常生活に大きな支障をきたすため、激変緩和が必要
となるとともに、代替交通モードの検討・導入には、事業者との連携・調整や運行車両
の手配に時間を要するため、事業者との協議の結果、廃止期限を延長する方向性を本協
議会に報告し、令和7年2月21日付けで西鉄バス二日市(株)から福岡県バス対策協議会
へ「乗合バス路線の一部区間廃止日の変更について」が提出。

・路線名：星ヶ丘線(太宰府市)

・廃止予定日(変更)：令和8年4月1日

20



議題２ 路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について

(5)運転士不足への対応

現在、1台のバスを2人の運転士で運行している状況となるが、運転士不足が深刻化
しているため、令和7年10月1日から1台のバスを1人の運転士にて運行。

(6)令和7年10月1日からの減便

運転士の拘束時間、運転時間(連続含む）、休息時間等の基準を順守し、1人の運転士
で可能な範囲で運行。

21
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検討項目 実施内容

1.運行エリア・運行台数

星ヶ丘・高雄エリア及び市役所周辺エリアにて
トヨタハイエース（乗客定員8人）を2台運行

2.開始日 令和８年1月２５日（日） 運行開始

3.運行曜日 毎日運行（お盆・年末年始は運休予定）

4.運行時間 10時から20時

5.運賃
大人 300円、小児 100円、乳幼児 無料、障がい者・介護者 100円
※令和８年３月末まで全ての利用者を無料
※高齢者割引、乗継割引等の割引施策は実施に向けて検討中

6.予約方法

利用登録後に電話連絡、LINE・専用アプリにて７日前から乗車直前
まで予約可能
※電話連絡用のコールセンターは平日9時から17時まで営業
※初回利用時に利用登録が必要

   
パノラマビューモニター 商業端末（交通系電子マネー、QR 決済等） デジタルインナーミラー 

  

 

乗降口ハンドレール 電動ステップ 車内座席イメージ 

 

議題２ 路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について

2.ＡＩオンデマンド交通「のるーと太宰府」の実証運行内容
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議題２ 路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について
2.ＡＩオンデマンド交通「のるーと太宰府」の実証運行内容



議題２ 路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について

筑紫野市

【凡例】

星ヶ丘線部分（6～8時台）

まほろば号高雄回り部分（9時台）

のるーと太宰府運行区域部分（10時～20時)

筑紫野市

市役所

五条駅

太宰府高校入口

レガネット

高雄一丁目
（グッテイ前）

東ヶ丘

高雄中央公園

高雄

3.令和８年４月１日からの地域公共交通

24
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議題２ 路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について

時間帯別の交通モードのイメージ（案） ※平日

６時 ７時 ８時 ９時 １０時 １１時 １２時 １３時 １４時 １５時 １６時 １７時 １８時 １９時 ２０時 ２１時 ２2時

五条駅→太高入口
（星ヶ丘線）

１便 １便

太高入口→五条駅
（星ヶ丘線）

１便

五条駅→太高校入口→市役所
（星ヶ丘・高雄回り）

１便

小型バス１台
運転士1人

ハイエース1台
運転士1人

ハイエース1台
運転士1人

タ
ク
シ
ー

セダン

１便ま
ほ
ろ
ば
号

の
る
ー
と
太
宰
府

R8.4.1～　コミュニティバス+AIオンデマンド交通【ハイブリッド方式】

交通モード

予約型

予約型

ドアtoドア

定時定路線
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議題２ 路線バス輸送サービスの変更の申し出に係る対応方針について

4.路線バス星ヶ丘線に関する方向性

(1)関係自治体の方向性

太宰府市 路線存続

(2)取組内容

西鉄バス星ヶ丘線については、特に午前中の通勤・通学及び通院利用が需要規模が
比較的大きいため、小型バス・定時定路線型での運行を継続する必要があることから、
コミュニティバスへの転換を実施する方向で協議・検討中。

需要規模が比較的小さくなる時間帯については、ＡＩオンデマンド交通の導入・検証
が開始した状況となる。

以上により、利用状況を考慮し９時台までバスモード、10時以降はＡＩオンデマン
ド交通の運行により、可能な限り移動手段を確保。
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議題３

太宰府市地域公共交通計画（素案）について

1.経過
2.基本的な方針
3.計画（素案）の体系
4.計画策定に向けたスケジュール(予定)



議題 太宰府市地域公共交通計画（素案）について

1.経過 資料１ 計画書(素案)資料編-2

29

実施時期
主な協議・検討内容等

（地域公共交通計画に関する事項を抜粋）

平成３０年度第１回 平成３０年７月１２日 １．地域公共交通網形成計画の策定に向けて

平成３０年度第２回 平成３０年１０月１１日 １．上位・関連計画
２．基礎データの整理
３．市民アンケート調査
４．バス利用者聞き取りアンケート調査
５．検討課題の整理

平成３０年度第３回 平成３１年２月１４日 １．まほろば号利用状況調査報告
２．公共交通網の課題の整理
３．基本方針（案）

令和元年度第１回 令和２年１月３０日 １．公共交通網の課題
２．基本方針（案）

令和２年度及び令和３年度はコロナ禍による影響を鑑み、策定に向けた議論を休止
令和４年度第１回 令和４年７月１４日 １．本市における検討状況について

令和４年度第２回 令和５年２月７日 １．目標・数値指標の設定について

令和５年度第１回 令和５年８月７日 １．スケジュールについて

令和５年度第２回 令和６年１月１７日 １．現況分析の時点修正による問題点、課題の確認
２．体系図の整理
３．数値指標の設定
４．施策・事業内容

令和６年度は路線バス減便・廃止による影響を鑑み、策定に向けた議論を休止

令和７年度第１回 令和７年５月２１日 １．施策・事業の先行実施

令和７年度第２回 令和７年８月７日 １．公共交通再編方針について

令和７年度第３回 令和８年１月２８日 １．計画素案



議題 太宰府市地域公共交通計画（素案）について

2.基本的な方針 資料１ 計画書(素案)Ｐ4-2～4-7

基本方針

太宰府市まち・ひと・しごと創生総合戦略 基本目標

太宰府市立地適正化計画 まちづくりの目標

国・福岡県における基本方針

地域公共交通の将来像

太宰府市立地適正化計画のイメージ

拠点等連携のイメージ

地域公共交通ネットワークの考え方

広域幹線、地域幹線、支線の交通モードにおける役割及び維持・確保の考え方

運行経費の補助

国の補助制度「地域公共交通確保維持事業」等を活用

日常生活等における交通手段となる路線を確保・維持

30

本市が定めるまちづくり全体
及び分野別の各種関係施策・計画等
との整合・連携

立地適正化計画における拠点設定箇所と地域特性
周辺からのアクセス性等を考慮

地域幹線及び支線については、地域公共交通確保維持事業(幹線補助及びフィーダー補助）等を活用し、
交通事業者と協議の上、一定水準以上の運行を確保する

路線バス
デマンド交通



議題 太宰府市地域公共交通計画（素案）について

3.計画（素案）の体系 資料１ 計画書(素案)Ｐ5-2～6-8

計画の目標と施策の方向性

太宰府市立地適正化計画 まちづくりの目標

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

数値指標及び目標値

太宰府市立地適正化計画における評価指標

地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針

計画の目標を達成するための事業・実施主体

委員各位からの意見・提案を反映

前回との比較

資料４参照

31

立地適正化計画との連携
法令の定義に準拠

立地適正化計画との連携
標準指標、推奨指標の設定

実施主体及び事業内容等の見直し・再検討



議題 太宰府市地域公共交通計画（素案）について

4.計画策定に向けたスケジュール(予定)

32
図：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(実践編)

住民利用者等の意見の反映
(パブリックコメント等)

実施日：令和８年３月実施予定

公表の方法：市ホームページ、市役所を含む
公共施設10カ所に設置

意見等の提出方法：ファクス・メール・郵送・窓口へ
直接・設置場所での投函

協議会の了承
(令和８年度第１回協議会の開催)

開催日：令和８年５月下旬～６月下旬予定

議題：パブリック・コメント意見提出状況
計画(案)の協議



資料 2 

 
まほろば号 

現在と改正後時刻表のイメージ（案） 

1



平日 
 

まほろば号 

現在と改正後時刻表のイメージ（案） 

2



①大佐野回り 【平日】
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便

西鉄都府楼前駅 6:40 7:15 8:35 9:35 11:35 13:35 15:35 18:00

都府楼南 6:43 7:18 8:38 9:38 11:38 13:38 15:38 18:03

大佐野東 6:45 7:20 8:40 9:40 11:40 13:40 15:40 18:05

大佐野公民館前 6:49 7:24 8:44 9:44 11:44 13:44 15:44 18:09

大佐野公園前 6:50 7:25 8:45 9:45 11:45 13:45 15:45 18:10

大佐野西 6:51 7:26 8:46 9:46 11:46 13:46 15:46 18:11

大佐野台入口 6:52 7:27 8:47 9:47 11:47 13:47 15:47 18:12

つつじヶ丘 6:54 7:29 8:49 9:49 11:49 13:49 15:49 18:14

つつじヶ丘西 6:56 7:31 8:51 9:51 11:51 13:51 15:51 18:16

ひまわり台 6:58 7:33 8:53 9:53 11:53 13:53 15:53 18:18

平田 6:59 7:34 8:54 9:54 11:54 13:54 15:54 18:19

長浦台西 7:00 7:35 8:55 9:55 11:55 13:55 15:55 18:20

長浦台 7:00 7:35 8:55 9:55 11:55 13:55 15:55 18:20

長浦台東 7:01 7:36 8:56 9:56 11:56 13:56 15:56 18:21

西小前 7:01 7:36 8:56 9:56 11:56 13:56 15:56 18:21

青葉台 7:02 7:37 8:57 9:57 11:57 13:57 15:57 18:22

歴史スポーツ公園前 7:03 7:38 8:58 9:58 11:58 13:58 15:58 18:23

青葉台入口 7:04 7:39 8:59 9:59 11:59 13:59 15:59 18:24

特別史跡水城跡西門前 7:05 7:40 9:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:25

吉松共同利用施設前 7:06 7:41 9:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:26

吉松 7:07 7:42 9:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:27

向佐野公園前 7:08 7:43 9:03 10:03 12:03 14:03 16:03 18:28

JA筑紫向佐野支店前 7:10 7:45 9:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:29

総合体育館・市民プール前 7:12 7:47 9:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:31

西鉄都府楼前駅 7:17 7:52 9:12 10:12 12:12 14:12 16:12 18:35

②吉松回り 【平日】
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便

西鉄都府楼前駅 7:35 8:15 10:35 12:35 14:35 16:35 19:05

総合体育館・市民プール前 7:40 8:20 10:40 12:40 14:40 16:40 19:10

JA筑紫向佐野支店前 7:42 8:22 10:42 12:42 14:42 16:42 19:12

向佐野公園前 7:43 8:23 10:43 12:43 14:43 16:43 19:13

吉松 7:44 8:24 10:44 12:44 14:44 16:44 19:14

吉松共同利用施設前 7:45 8:25 10:45 12:45 14:45 16:45 19:15

特別史跡水城跡西門前 7:46 8:26 10:46 12:46 14:46 16:46 19:16

青葉台入口 7:47 8:27 10:47 12:47 14:47 16:47 19:17

歴史スポーツ公園前 7:48 8:28 10:48 12:48 14:48 16:48 19:18

青葉台 7:49 8:29 10:49 12:49 14:49 16:49 19:19

西小前 7:50 8:30 10:50 12:50 14:50 16:50 19:20

長浦台東 7:50 8:30 10:50 12:50 14:50 16:50 19:20

長浦台 7:51 8:31 10:51 12:51 14:51 16:51 19:21

長浦台西 7:51 8:31 10:51 12:51 14:51 16:51 19:21

平田 7:52 8:32 10:52 12:52 14:52 16:52 19:22

ひまわり台 7:53 8:33 10:53 12:53 14:53 16:53 19:23

つつじヶ丘西 7:55 8:35 10:55 12:55 14:55 16:55 19:25

つつじヶ丘 7:57 8:37 10:57 12:57 14:57 16:57 19:27

大佐野台入口 7:59 8:39 10:59 12:59 14:59 16:59 19:29

大佐野西 8:00 8:40 11:00 13:00 15:00 17:00 19:30

大佐野公園前 8:01 8:41 11:01 13:01 15:01 17:01 19:31

大佐野公民館前 8:03 8:43 11:03 13:03 15:03 17:03 19:32

大佐野東 8:07 8:47 11:07 13:07 15:07 17:07 19:36

都府楼南 8:09 8:49 11:09 13:09 15:09 17:09 19:38

西鉄都府楼前駅 8:12 8:52 11:12 13:12 15:12 17:12 19:40

3

現在の時刻表 改正後時刻表イメージ



③水城回り 【平日】
1便 2便 3便 4便 5便 6便

西鉄都府楼前駅 7:14 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25
洗出（坂本1丁目） 7:17 9:28 11:28 13:28 15:28 17:28
筑紫医師会館前 7:18 9:29 11:29 13:29 15:29 17:29
国分寺入口 7:19 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30
水城の里郵便局 7:20 9:31 11:31 13:31 15:31 17:31
水城ヶ丘入口 7:21 9:32 11:32 13:32 15:32 17:32
水城五丁目 7:22 9:33 11:33 13:33 15:33 17:33
みどり公園 7:23 9:34 11:34 13:34 15:34 17:34
水城ヶ丘中央公園 7:24 9:35 11:35 13:35 15:35 17:35
少年スポーツ公園 7:26 9:37 11:37 13:37 15:37 17:37
水城台北 7:27 9:38 11:38 13:38 15:38 17:38
水城台中央 7:28 9:39 11:39 13:39 15:39 17:39
水城台南 7:29 9:40 11:40 13:40 15:40 17:40
特別史跡水城跡東門前 7:31 9:42 11:42 13:42 15:42 17:42
国分寺入口 7:32 9:43 11:43 13:43 15:43 17:43
国分共同利用施設 7:33 9:44 11:44 13:44 15:44 17:44
国分小 7:36 9:47 11:47 13:47 15:47 17:47
国分台口 7:39 9:50 11:50 13:50 15:50 17:50
文化ふれあい館 7:41 9:52 11:52 13:52 15:52 17:52
筑前国分寺 7:43 9:54 11:54 13:54 15:54 17:54
坂本西 7:44 9:55 11:55 13:55 15:55 17:55
水城交番前 7:46 9:57 11:57 13:57 15:57 17:57
洗出（坂本1丁目） 7:47 9:58 11:58 13:58 15:58 17:58
西鉄都府楼前駅 7:50 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01

④国分回り 【平日】
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便

西鉄都府楼前駅 6:25 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25
洗出（坂本1丁目） 6:28 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28
水城交番前 6:29 8:29 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29
坂本西 6:31 8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31
筑前国分寺 6:32 8:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32
文化ふれあい館 6:33 8:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33
国分台口 6:36 8:36 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36
国分小 6:38 8:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:38
国分共同利用施設 6:40 8:42 10:42 12:42 14:42 16:42 18:40
国分寺入口 6:41 8:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:41
特別史跡水城跡東門前 6:42 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:42
水城台南 6:43 8:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:43
水城台中央 6:44 8:47 10:47 12:47 14:47 16:47 18:44
水城台北 6:45 8:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:45
少年スポーツ公園 6:46 8:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:46
水城ヶ丘中央公園 6:47 8:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:47
みどり公園 6:48 8:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:48
水城五丁目 6:49 8:53 10:53 12:53 14:53 16:53 18:49
水城ヶ丘入口 6:50 8:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:50
水城の里郵便局 6:51 8:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:51
国分寺入口 6:52 8:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:52
筑紫医師会館前 6:53 8:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:53
洗出（坂本1丁目） 6:54 8:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:54
西鉄都府楼前駅 6:57 9:01 11:01 13:01 15:01 17:01 18:57
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⑤北谷回り 【平日】
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便

西鉄都府楼前駅 11:11 14:55 16:00 18:00
関屋 11:15 14:59 16:04 18:03
大宰府政庁跡 11:16 15:00 16:05 18:04
観世音寺前 11:17 15:01 16:06 18:05
太宰府市役所 11:18 15:02 16:07 18:06
西鉄五条駅 11:24 15:08 16:13 18:09
五条(郵便局前) 11:28 15:12 16:17 18:12
梅大路 11:29 15:13 16:18 18:13
西鉄太宰府駅 11:30 15:14 16:19 18:14
連歌屋 11:31 15:15 16:20 18:15
宮前 11:32 15:16 16:21 18:15
双葉老人ホーム前 11:33 15:17 16:22 18:16
三条台入口 11:34 15:18 16:23 18:17
三条台 11:35 15:19 16:24 18:18
三条台公民館前 11:36 15:20 16:25 18:19
三条台公園前 11:38 15:22 16:27 18:21
大原団地西 11:39 15:23 16:28 18:22
大原団地東 11:40 15:24 16:29 18:22
大原第2公園下 11:41 15:25 16:30 18:23
大原団地入口 11:42 15:26 16:31 18:24
大原 11:43 15:27 16:32 18:25
松川運動公園入口 11:44 15:28 16:33 18:26
松川公民館前 11:45 15:29 16:34
上下水道事業センター 11:46 15:30 16:35
松川公民館前 11:48 15:32 16:37
松川 11:50 15:34 16:39 18:27
松川口 11:51 15:35 16:40 18:28
北谷口 6:20 7:19 9:44 11:53 15:37 16:42 18:30
只越集会所前 6:20 7:19 9:44 11:53 15:37 16:42 18:30
八反田 6:21 7:20 9:45 11:54 15:38 16:43 18:31
北谷公民館前 6:23 7:22 9:47 11:56 15:45 16:50 18:33
北谷運動公園前 6:25 7:24 9:49 11:58 15:47 16:52 18:35
山浦口 6:26 7:25 9:50 11:59 15:48 16:53 18:36
山浦集会所前 6:27 7:26 9:51 12:00 15:49 16:54 18:36
只越 6:29 7:29 9:54 12:03 15:52 16:57 18:38
松川口 6:30 7:30 9:55 15:53 16:58
松川 6:31 7:31 9:56 15:54 16:59
松川運動公園入口 6:32 7:32 9:57 15:55 17:00
松川公民館前 9:58 15:56 17:01
上下水道事業センター 9:59 15:57 17:02
松川公民館前 10:01 15:59 17:04
大原 6:33 7:33 10:02 16:00 17:05
大原団地入口 6:34 7:34 10:03 16:01 17:06
大原第2公園下 6:35 7:35 10:04 16:02 17:07
大原団地東 6:36 7:36 10:05 16:03 17:08
大原団地西 6:37 7:37 10:06 16:04 17:09
三条台公園前 10:08 16:06 17:11
三条台公民館前 10:09 16:07 17:12
三条台 6:38 7:38 10:10 16:08 17:13
三条台入口 6:39 7:39 10:11 16:09 17:14
双葉老人ホーム前 6:40 7:40 10:12 16:10 17:15
宮前 6:41 7:41 10:13 16:11 17:16
連歌屋 6:41 7:41 10:13 16:11 17:16
西鉄太宰府駅 6:44 7:44 10:16 16:14 17:19
梅大路 6:46 7:46 10:18 16:16 17:21
五条(郵便局前) 6:47 7:47 10:19 16:17 17:22
西鉄五条駅 6:52 7:52 10:24 16:22 17:27
太宰府市役所 6:56 7:56 10:28 16:26 17:31
観世音寺前 6:57 7:57 10:29 16:27 17:32
大宰府政庁跡 6:58 7:58 10:30 16:28 17:33
関屋 6:59 7:59 10:31 16:29 17:34
西鉄都府楼前駅 7:04 8:04 10:36 16:34 17:39
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1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便
西鉄都府楼前駅 7:30 9:12 10:40
関屋 7:34 9:16 -
通古賀中央 - - 10:42
通古賀近隣公園 - - 10:44
大宰府政庁跡 7:35 9:17 10:47
観世音寺前 7:36 9:18 10:48
太宰府市役所 7:37 9:19 10:49
いきいき情報センター

五条台口

いきいき情報センター

西鉄五条駅 7:16 8:16 8:46 10:06 11:16 11:46 12:16 12:46
五条(郵便局前) 7:20 7:38 8:20 8:50 9:20 10:10 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50
梅大路 7:21 7:39 8:21 8:51 9:21 10:11 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51
西鉄太宰府駅 7:22 7:40 8:22 8:52 9:22 10:12 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52
連歌屋 7:23 7:41 8:23 8:53 9:23 10:13 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53
宮前 7:24 7:42 8:24 8:54 9:24 10:14 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54
三条公民館前 7:25 7:43 8:25 8:55 9:25 10:15 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55
菅谷(九州情報大学前) 7:27 7:45 8:27 8:57 9:27 10:17 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57
梅林アスレチックスポーツ公園前 7:28 7:46 8:28 8:58 9:28 10:18 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58
豆塚山前 7:29 7:47 8:29 8:59 9:29 10:19 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59
内山(竈門神社前) 7:30 7:48 8:30 9:00 9:30 10:20 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00

12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便
西鉄都府楼前駅 14:10
関屋 -
通古賀中央 14:12
通古賀近隣公園 14:14
大宰府政庁跡 14:17
観世音寺前 14:18
太宰府市役所 14:19
いきいき情報センター

五条台口

いきいき情報センター

西鉄五条駅 13:16 13:46 14:46 15:16 15:56 16:43 17:26 18:06 18:43
五条(郵便局前) 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 16:00 16:47 17:30 18:10 18:46
梅大路 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 16:01 16:48 17:31 18:11 18:47
西鉄太宰府駅 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 16:02 16:49 17:32 18:12 18:48
連歌屋 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 16:03 16:50 17:33 18:13 18:49
宮前 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 16:04 16:51 17:34 18:14 18:49
三条公民館前 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 16:05 16:52 17:35 18:15 18:50
菅谷(九州情報大学前) 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 16:07 16:54 17:37 18:17 18:52
梅林アスレチックスポーツ公園前 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 16:08 16:55 17:38 18:18 18:53
豆塚山前 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 16:09 16:56 17:39 18:19 18:54
内山(竈門神社前) 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:10 16:57 17:40 18:20 18:55

内山線（竈門神社行）　　【平日】
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1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便

内山(竈門神社前) 6:50 7:40 8:30 9:10 9:40 10:30 11:10 11:40 12:10 12:40
豆塚山前 6:51 7:41 8:31 9:11 9:41 10:31 11:11 11:41 12:11 12:41
梅林アスレチックスポーツ公園前 6:52 7:42 8:32 9:12 9:42 10:32 11:12 11:42 12:12 12:42
菅谷(九州情報大学前) 6:53 7:43 8:33 9:13 9:43 10:33 11:13 11:43 12:13 12:43
三条公民館前 6:55 7:45 8:35 9:15 9:45 10:35 11:15 11:45 12:15 12:45
宮前 6:56 7:46 8:36 9:16 9:46 10:36 11:16 11:46 12:16 12:46
連歌屋 6:56 7:46 8:36 9:16 9:46 10:36 11:16 11:46 12:16 12:46
西鉄太宰府駅 6:59 7:49 8:39 9:19 9:49 10:39 11:19 11:49 12:19 12:49
梅大路 7:01 7:51 8:41 9:21 9:51 10:41 11:21 11:51 12:21 12:51
五条(郵便局前) 7:02 7:52 8:42 9:22 9:52 10:42 11:22 11:52 12:22 12:52
いきいき情報センター

五条台口

いきいき情報センター

西鉄五条駅 7:57 8:47 9:57 10:47 11:27 11:57 12:27
太宰府市役所 7:03 9:23 12:53
観世音寺前 7:04 9:24 12:54
大宰府政庁跡 7:05 9:25 12:55
通古賀近隣公園 7:08 9:28 12:58
通古賀中央 7:10 9:30 13:00
関屋 - - -
西鉄都府楼前駅 7:13 9:33 13:03

11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便
内山(竈門神社前) 13:15 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:20 17:05 17:50 18:30
豆塚山前 13:16 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:21 17:06 17:51 18:31
梅林アスレチックスポーツ公園前 13:17 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:22 17:07 17:52 18:32
菅谷(九州情報大学前) 13:18 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:23 17:08 17:53 18:33
三条公民館前 13:20 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:25 17:10 17:55 18:35
宮前 13:21 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:26 17:11 17:56 18:36
連歌屋 13:21 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:26 17:11 17:56 18:36
西鉄太宰府駅 13:24 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:29 17:14 17:58 18:38
梅大路 13:26 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:31 17:16 17:59 18:39
五条(郵便局前) 13:27 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:32 17:17 18:00 18:40
いきいき情報センター

五条台口

いきいき情報センター
西鉄五条駅 13:32 14:27 14:57 15:27 16:37 17:22 18:05 18:45
太宰府市役所 13:53 15:53
観世音寺前 13:54 15:54
大宰府政庁跡 13:55 15:55
通古賀近隣公園 - 15:58
通古賀中央 - 16:00
関屋 13:56 -
西鉄都府楼前駅 14:01 16:03

内山線（竈門神社発）　　【平日】
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⑥都府楼回り（平日）
1便 2便

西鉄都府楼前駅 10:06 14:10
通古賀中央 10:08 14:12
通古賀南 10:10 14:14
都府楼団地入口 10:12 14:16
都府楼団地中央 10:12 14:16
都府楼団地西 10:13 14:17
JR都府楼南駅 10:16 14:20
都府楼団地東 10:17 14:21
都府楼公民館前 10:18 14:22
都府楼団地中央 10:18 14:22
都府楼団地入口 10:19 14:23
通古賀南 10:21 14:25
通古賀中央 10:22 14:26

西鉄都府楼前駅 10:25 14:29

星ヶ丘線　五条駅→太宰府高校入口（平日）
1便 2便

西鉄五条駅 6:40 8:01
いきいき情報センター 6:41 8:02
五条台公民館前 6:43 8:04
五条台 6:44 8:05
東ヶ丘 6:45 8:06
星ヶ丘第一 6:47 8:08
星ヶ丘第二 6:48 8:09
緑台公民館前 6:49 8:10
太宰府高校入口 6:50 8:12

星ヶ丘線　太宰府高校入口→五条駅（平日）
1便 2便

太宰府高校入口 6:59 8:29
緑台公民館前 7:01 8:31
星ヶ丘第二 7:03 8:33
星ヶ丘第一 7:04 8:34
東ヶ丘 7:05 8:35
五条台 7:06 8:36
五条台公民館前 7:07 8:37
五条台口 7:08 8:38
いきいき情報センター 7:10 8:40
西鉄五条駅 7:11 8:41

⑦星ヶ丘・高雄回り（平日）
1便

西鉄五条駅 8:56
いきいき情報センター 8:57
五条台公民館前 8:59
五条台 9:00
東ヶ丘 9:01
星ヶ丘第一 9:03
星ヶ丘第二 9:04
緑台公民館前 9:05
太宰府高校入口 9:07
高雄公民館前 9:08
高雄台入口 9:09
高雄中央公園 9:10
高雄南公園 9:10
梅ヶ丘公民館前 9:11
高雄 9:12
高雄一丁目 9:15
梅香苑一丁目 9:16
星ヶ丘入口 9:18
西鉄五条駅横 9:22

太宰府市役所 9:26
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①大佐野回り 【土日祝】
1便 2便 3便 4便 5便 6便

西鉄都府楼前駅 6:40 8:35 9:35 11:35 15:35 17:35

都府楼南 6:43 8:38 9:38 11:38 15:38 17:38

大佐野東 6:45 8:40 9:40 11:40 15:40 17:40

大佐野公民館前 6:49 8:44 9:44 11:44 15:44 17:44

大佐野公園前 6:50 8:45 9:45 11:45 15:45 17:45

大佐野西 6:51 8:46 9:46 11:46 15:46 17:46

大佐野台入口 6:52 8:47 9:47 11:47 15:47 17:47

つつじヶ丘 6:54 8:49 9:49 11:49 15:49 17:49

つつじヶ丘西 6:56 8:51 9:51 11:51 15:51 17:51

ひまわり台 6:58 8:53 9:53 11:53 15:53 17:53

平田 6:59 8:54 9:54 11:54 15:54 17:54

長浦台西 7:00 8:55 9:55 11:55 15:55 17:55

長浦台 7:00 8:55 9:55 11:55 15:55 17:55

長浦台東 7:01 8:56 9:56 11:56 15:56 17:56

西小前 7:01 8:56 9:56 11:56 15:56 17:56

青葉台 7:02 8:57 9:57 11:57 15:57 17:57

歴史スポーツ公園前 7:03 8:58 9:58 11:58 15:58 17:58

青葉台入口 7:04 8:59 9:59 11:59 15:59 17:59

特別史跡水城跡西門前 7:05 9:00 10:00 12:00 16:00 18:00

吉松共同利用施設前 7:06 9:01 10:01 12:01 16:01 18:01

吉松 7:07 9:02 10:02 12:02 16:02 18:02

向佐野公園前 7:08 9:03 10:03 12:03 16:03 18:03

JA筑紫向佐野支店前 7:10 9:05 10:05 12:05 16:05 18:05

総合体育館・市民プール前 7:12 9:07 10:07 12:07 16:07 18:07

西鉄都府楼前駅 7:17 9:12 10:12 12:12 16:12 18:12

②吉松回り 【土日祝】
1便 2便 3便 4便 5便 6便

西鉄都府楼前駅 7:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35

総合体育館・市民プール前 7:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40

JA筑紫向佐野支店前 7:42 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42

向佐野公園前 7:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:43

吉松 7:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44

吉松共同利用施設前 7:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45

特別史跡水城跡西門前 7:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46

青葉台入口 7:47 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47

歴史スポーツ公園前 7:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48

青葉台 7:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49

西小前 7:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50

長浦台東 7:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50

長浦台 7:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51

長浦台西 7:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51

平田 7:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52

ひまわり台 7:53 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53

つつじヶ丘西 7:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55

つつじヶ丘 7:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57

大佐野台入口 7:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59

大佐野西 8:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

大佐野公園前 8:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01

大佐野公民館前 8:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:02

大佐野東 8:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:06

都府楼南 8:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:08

西鉄都府楼前駅 8:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:10
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③水城回り 【土日祝】
1便 2便 3便 4便 5便 6便

西鉄都府楼前駅 7:14 9:25 11:25 13:25 15:25 17:35
洗出（坂本1丁目） 7:17 9:28 11:28 13:28 15:28 17:38
筑紫医師会館前 7:18 9:29 11:29 13:29 15:29 17:39
国分寺入口 7:19 9:30 11:30 13:30 15:30 17:40
水城の里郵便局 7:20 9:31 11:31 13:31 15:31 17:41
水城ヶ丘入口 7:21 9:32 11:32 13:32 15:32 17:42
水城五丁目 7:22 9:33 11:33 13:33 15:33 17:43
みどり公園 7:23 9:34 11:34 13:34 15:34 17:44
水城ヶ丘中央公園 7:24 9:35 11:35 13:35 15:35 17:45
少年スポーツ公園 7:26 9:37 11:37 13:37 15:37 17:47
水城台北 7:27 9:38 11:38 13:38 15:38 17:48
水城台中央 7:28 9:39 11:39 13:39 15:39 17:49
水城台南 7:29 9:40 11:40 13:40 15:40 17:50
特別史跡水城跡東門前 7:31 9:42 11:42 13:42 15:42 17:52
国分寺入口 7:32 9:43 11:43 13:43 15:43 17:53
国分共同利用施設 7:33 9:44 11:44 13:44 15:44 17:54
国分小 7:36 9:47 11:47 13:47 15:47 17:57
国分台口 7:39 9:50 11:50 13:50 15:50 18:00
文化ふれあい館 7:41 9:52 11:52 13:52 15:52 18:02
筑前国分寺 7:43 9:54 11:54 13:54 15:54 18:04
坂本西 7:44 9:55 11:55 13:55 15:55 18:05
水城交番前 7:46 9:57 11:57 13:57 15:57 18:07
洗出（坂本1丁目） 7:47 9:58 11:58 13:58 15:58 18:08
西鉄都府楼前駅 7:50 10:01 12:01 14:01 16:01 18:11

④国分回り 【土日祝】
1便 2便 3便 4便

西鉄都府楼前駅 8:25 10:25 12:25 16:25
洗出（坂本1丁目） 8:28 10:28 12:28 16:28
水城交番前 8:29 10:29 12:29 16:29
坂本西 8:31 10:31 12:31 16:31
筑前国分寺 8:32 10:32 12:32 16:32
文化ふれあい館 8:33 10:33 12:33 16:33
国分台口 8:36 10:36 12:36 16:36
国分小 8:39 10:39 12:39 16:39
国分共同利用施設 8:42 10:42 12:42 16:42
国分寺入口 8:43 10:43 12:43 16:43
特別史跡水城跡東門前 8:45 10:45 12:45 16:45
水城台南 8:46 10:46 12:46 16:46
水城台中央 8:47 10:47 12:47 16:47
水城台北 8:48 10:48 12:48 16:48
少年スポーツ公園 8:49 10:49 12:49 16:49
水城ヶ丘中央公園 8:51 10:51 12:51 16:51
みどり公園 8:52 10:52 12:52 16:52
水城五丁目 8:53 10:53 12:53 16:53
水城ヶ丘入口 8:54 10:54 12:54 16:54
水城の里郵便局 8:55 10:55 12:55 16:55
国分寺入口 8:56 10:56 12:56 16:56
筑紫医師会館前 8:57 10:57 12:57 16:57
洗出（坂本1丁目） 8:58 10:58 12:58 16:58
西鉄都府楼前駅 9:01 11:01 13:01 17:01
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⑤北谷回り 【土日祝】
1便 2便 3便 4便 5便

西鉄都府楼前駅 11:36 13:35 17:50
関屋 11:40 13:39 17:53
大宰府政庁跡 11:41 13:40 17:54
観世音寺前 11:42 13:41 17:55
太宰府市役所 11:43 13:42 17:56
西鉄五条駅 11:49 13:48 17:59
五条(郵便局前) 11:53 13:52 18:02
梅大路 11:54 13:53 18:03
西鉄太宰府駅 11:55 13:54 18:04
連歌屋 11:56 13:55 18:05
宮前 11:57 13:56 18:06
双葉老人ホーム前 11:58 13:57 18:07
三条台入口 11:59 13:58 18:08
三条台 12:00 13:59 18:09
三条台公民館前 12:01 14:00 18:10
三条台公園前 12:03 14:02 18:12
大原団地西 12:04 14:03 18:13
大原団地東 12:05 14:04 18:13
大原第2公園下 12:06 14:05 18:14
大原団地入口 12:07 14:06 18:15
大原 12:08 14:07 18:16
松川運動公園入口 12:09 14:08 18:17
松川公民館前 12:10 14:09
上下水道事業センター 12:11 14:10
松川公民館前 12:13 14:12
松川 12:15 14:14 18:18
松川口 12:16 14:15 18:19
北谷口 7:22 9:48 12:18 14:17 18:21
只越集会所前 7:22 9:48 12:18 14:17 18:21
八反田 7:23 9:49 12:19 14:18 18:22
北谷公民館前 7:25 9:51 12:21 14:25 18:24
北谷運動公園前 7:27 9:53 12:23 14:27 18:26
山浦口 7:28 9:54 12:24 14:28 18:27
山浦集会所前 7:29 9:55 12:25 14:29 18:27
只越 7:31 9:58 12:28 14:32 18:29
松川口 7:32 9:59 14:33
松川 7:33 10:00 14:34
松川運動公園入口 7:34 10:01 14:35
松川公民館前 10:02 14:36
上下水道事業センター 10:03 14:37
松川公民館前 10:05 14:39
大原 7:35 10:06 14:40
大原団地入口 7:36 10:07 14:41
大原第2公園下 7:37 10:08 14:42
大原団地東 7:38 10:09 14:43
大原団地西 7:39 10:10 14:44
三条台公園前 10:12 14:46
三条台公民館前 10:13 14:47
三条台 7:40 10:14 14:48
三条台入口 7:41 10:15 14:49
双葉老人ホーム前 7:42 10:16 14:50
宮前 7:43 10:17 14:51
連歌屋 7:43 10:17 14:51
西鉄太宰府駅 7:46 10:20 14:54
梅大路 7:48 10:22 14:56
五条(郵便局前) 7:49 10:23 14:57
西鉄五条駅 7:54 10:28 15:02
太宰府市役所 7:58 10:32 15:06
観世音寺前 7:59 10:33 15:07
大宰府政庁跡 8:00 10:34 15:08
関屋 8:01 10:35 15:09
西鉄都府楼前駅 8:06 10:40 15:14
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1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便
西鉄都府楼前駅

関屋

通古賀中央

通古賀近隣公園

大宰府政庁跡

観世音寺前

太宰府市役所

いきいき情報センター

五条台口

いきいき情報センター

西鉄五条駅 7:16 8:10 8:46 9:16 10:01 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46
五条(郵便局前) 7:20 8:14 8:50 9:20 10:05 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50
梅大路 7:21 8:15 8:51 9:21 10:06 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51
西鉄太宰府駅 7:22 8:16 8:52 9:22 10:07 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52
連歌屋 7:23 8:17 8:53 9:23 10:08 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53
宮前 7:24 8:18 8:54 9:24 10:09 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54
三条公民館前 7:25 8:19 8:55 9:25 10:10 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55
菅谷(九州情報大学前) 7:27 8:21 8:57 9:27 10:12 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57
梅林アスレチックスポーツ公園前 7:28 8:22 8:58 9:28 10:13 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58
豆塚山前 7:29 8:23 8:59 9:29 10:14 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59
内山(竈門神社前) 7:30 8:24 9:00 9:30 10:15 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00

11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便
西鉄都府楼前駅

関屋

通古賀中央

通古賀近隣公園

大宰府政庁跡

観世音寺前

太宰府市役所

いきいき情報センター

五条台口

いきいき情報センター

西鉄五条駅 13:17 13:47 14:17 14:41 15:16 15:56 16:26 16:56 17:26 18:06 18:43
五条(郵便局前) 13:21 13:51 14:21 14:45 15:20 16:00 16:30 17:00 17:30 18:09 18:46
梅大路 13:22 13:52 14:22 14:46 15:21 16:01 16:31 17:01 17:31 18:10 18:47
西鉄太宰府駅 13:23 13:53 14:23 14:47 15:22 16:02 16:32 17:02 17:32 18:11 18:48
連歌屋 13:24 13:54 14:24 14:48 15:23 16:03 16:33 17:03 17:33 18:12 18:49
宮前 13:25 13:55 14:25 14:49 15:24 16:04 16:34 17:04 17:34 18:13 18:49
三条公民館前 13:26 13:56 14:26 14:50 15:25 16:05 16:35 17:05 17:35 18:14 18:50
菅谷(九州情報大学前) 13:28 13:58 14:28 14:52 15:27 16:07 16:37 17:07 17:37 18:16 18:52
梅林アスレチックスポーツ公園前 13:29 13:59 14:29 14:53 15:28 16:08 16:38 17:08 17:38 18:17 18:53
豆塚山前 13:30 14:00 14:30 14:54 15:29 16:09 16:39 17:09 17:39 18:18 18:54
内山(竈門神社前) 13:31 14:01 14:31 14:55 15:30 16:10 16:40 17:10 17:40 18:19 18:55

内山線（竈門神社行）　   【土日祝】
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内山線（竈門神社発）　   【土日祝】
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便

内山(竈門神社前) 6:50 7:40 8:30 9:10 9:40 10:25 11:10 11:40 12:10 12:40
豆塚山前 6:51 7:41 8:31 9:11 9:41 10:26 11:11 11:41 12:11 12:41
梅林アスレチックスポーツ公園前 6:52 7:42 8:32 9:12 9:42 10:27 11:12 11:42 12:12 12:42
菅谷(九州情報大学前) 6:53 7:43 8:33 9:13 9:43 10:28 11:13 11:43 12:13 12:43
三条公民館前 6:55 7:45 8:35 9:15 9:45 10:30 11:15 11:45 12:15 12:45
宮前 6:56 7:46 8:36 9:16 9:46 10:31 11:16 11:46 12:16 12:46
連歌屋 6:56 7:46 8:36 9:16 9:46 10:31 11:16 11:46 12:16 12:46
西鉄太宰府駅 6:59 7:49 8:39 9:19 9:49 10:34 11:19 11:49 12:19 12:49
梅大路 7:01 7:51 8:41 9:21 9:51 10:36 11:21 11:51 12:21 12:51
五条(郵便局前) 7:02 7:52 8:42 9:22 9:52 10:37 11:22 11:52 12:22 12:52
いきいき情報センター

五条台口

いきいき情報センター

西鉄五条駅 7:07 7:57 8:47 9:27 9:57 10:42 11:27 11:57 12:27 12:57
太宰府市役所

観世音寺前

大宰府政庁跡

通古賀近隣公園

通古賀中央

関屋

西鉄都府楼前駅

11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便
内山(竈門神社前) 13:10 13:40 14:10 14:40 15:05 15:40 16:20 16:50 17:20 17:50 18:30
豆塚山前 13:11 13:41 14:11 14:41 15:06 15:41 16:21 16:51 17:21 17:51 18:31
梅林アスレチックスポーツ公園前 13:12 13:42 14:12 14:42 15:07 15:42 16:22 16:52 17:22 17:52 18:32
菅谷(九州情報大学前) 13:13 13:43 14:13 14:43 15:08 15:43 16:23 16:53 17:23 17:53 18:33
三条公民館前 13:15 13:45 14:15 14:45 15:10 15:45 16:25 16:55 17:25 17:55 18:35
宮前 13:16 13:46 14:16 14:46 15:11 15:46 16:26 16:56 17:26 17:56 18:36
連歌屋 13:16 13:46 14:16 14:46 15:11 15:46 16:26 16:56 17:26 17:56 18:36
西鉄太宰府駅 13:19 13:49 14:19 14:49 15:14 15:49 16:29 16:59 17:29 17:59 18:38
梅大路 13:21 13:51 14:21 14:51 15:16 15:51 16:31 17:01 17:31 18:00 18:39
五条(郵便局前) 13:22 13:52 14:22 14:52 15:17 15:52 16:32 17:02 17:32 18:01 18:40
いきいき情報センター

五条台口

いきいき情報センター
西鉄五条駅 13:27 13:57 14:27 14:57 15:22 15:57 16:37 17:07 17:37 18:06 18:45
太宰府市役所

観世音寺前

大宰府政庁跡

通古賀近隣公園

通古賀中央

関屋

西鉄都府楼前駅
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⑥都府楼回り（土日祝）
1便

西鉄都府楼前駅 11:10
通古賀中央 11:12
通古賀南 11:14
都府楼団地入口 11:16
都府楼団地中央 11:16
都府楼団地西 11:17
JR都府楼南駅 11:20
都府楼団地東 11:21
都府楼公民館前 11:22
都府楼団地中央 11:22
都府楼団地入口 11:23
通古賀南 11:25
通古賀中央 11:26

西鉄都府楼前駅 11:29

星ヶ丘線　五条駅→太宰府高校入口（土日祝）
1便

西鉄五条駅 7:20
いきいき情報センター 7:21
五条台公民館前 7:23
五条台 7:24
東ヶ丘 7:25
星ヶ丘第一 7:27
星ヶ丘第二 7:28
緑台公民館前 7:29
太宰府高校入口 7:31

星ヶ丘線　太宰府高校入口→五条駅（土日祝）
1便

太宰府高校入口 7:43
緑台公民館前 7:45
星ヶ丘第二 7:47
星ヶ丘第一 7:48
東ヶ丘 7:49
五条台 7:50
五条台公民館前 7:51
五条台口 7:52
いきいき情報センター 7:54
西鉄五条駅 7:55

⑦星ヶ丘・高雄回り（土日祝）
1便

西鉄五条駅 8:56
いきいき情報センター 8:57
五条台公民館前 8:59
五条台 9:00
東ヶ丘 9:01
星ヶ丘第一 9:03
星ヶ丘第二 9:04
緑台公民館前 9:05
太宰府高校入口 9:07
高雄公民館前 9:08
高雄台入口 9:09
高雄中央公園 9:10
高雄南公園 9:10
梅ヶ丘公民館前 9:11
高雄 9:12
高雄一丁目 9:15
梅香苑一丁目 9:16
星ヶ丘入口 9:18
西鉄五条駅横 9:22

太宰府市役所 9:26
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第１章 
地域公共交通計画の概要



太宰府市 地域公共交通計画（素案）  

 

1-2 

 

第1章 地域公共交通計画の概要 
1-1 計画の背景・目的 

地域公共交通は、住民の豊かな暮らしの実現や地域の社会経済活動に不可欠な社会基盤であり、

地域公共交通の維持・確保を図ることは、地域活性化のみならず、本市が目指す温室効果ガス排出量

実質ゼロ社会の実現という観点からも重要となります。 
しかし、自家用車の普及等による輸送需要の減少や深刻化する担い手不足によって、地域公共交通

は厳しい状況に置かれており、本市内の地域公共交通においても交通事業者の自助努力のみに委ね

ていては、将来にわたって地域公共交通の維持・確保していくことは困難となっています。 
一方で、高齢者の運転免許証の自主返納が進みつつあるなか、児童・生徒・学生を含めて自家用車

を運転できない住民の移動手段として、地域公共交通の重要性はさらに増大していくことが見込まれて

います。 
国において、地域公共交通を維持・確保し、より利便性・生産性・持続可能性の高い姿へ再構築（リ・

デザイン）していくため、関係法令の整備はじめ令和７年度から令和９年度までを「交通空白解消・集

中対策期間」と定め、施策・事業等が展開されています。 
福岡県においては、住み慣れたところで働き、暮らし、子どもを産み育てるためには、通勤、通学、買い

物、通院等の日常生活を営む上で欠かすことのできない移動手段の確保が重要であるという認識のも

と、福岡県交通ビジョン２０２２及び福岡県地域公共交通計画が策定されました。 
本市においても、今後さらに多様に変化するニーズや社会問題、深刻化する人口減少、少子高齢化

等に対応しながら、本市に望ましい将来にわたり持続可能な地域公共交通の再構築を目指すため、本

市内の自然的経済的社会的諸条件に応じた地域公共交通に関する施策を、まちづくりや観光等と連

携を図りつつ、総合的かつ計画的に実施することを目的に、地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律（平成２９年５月２５日法律第５９号/以下、地域交通法）等に基づき、太宰府市地域公共交通計画

を策定しました。 
 
 

1-2 計画の区域 
対象区域は、太宰府市全域とします。 
なお、必要に応じて、隣接する大野城市、筑紫野市、宇美町等の周辺市町との連携を含めた検討及

び事業を行います。 
 
 

1-3 計画期間 
    計画期間は、令和８年度（２０２６年度）から令和１２年度（２０３０年度）を目標年次とします。 

また、社会情勢の変化や評価・検証を踏まえて、必要に応じて見直し・変更を行うこととします。 

【計画期間】 
令和８年度（２０２６年度） ～ 令和１２年度（２０３０年度） 



第２章  計画の位置付けと関係施策・計画等の整理  

2-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第２章 
計画の位置付けと 
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第2章 計画の位置付けと関係施策・計画等の整理 
本計画は、地域交通法において「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする

「マスタープラン」であるとともに、本市が定めるまちづくり全体及び分野別の各種関係施策・計画及び

都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との整合・連携を図り策定します。 
住民の日常生活に不可欠な通勤、通学、買い物や通院等の移動手段の維持・確保に向けた取り組

みを推進するとともに、福祉分野においては、高齢者や障がい者、妊産婦など移動が困難な人を対象と

した多様な移動手段の確保や環境整備に向けた取り組みも実施します。 
また、観光及び環境分野においても地域公共交通の利用を促進する施策・事業を実施することによ

り、自家用車利用を減少させ、交通渋滞の緩和や環境負荷軽減に向けた役割を果たすものとなります。 
 
 
 
 
 

【関連計画の体系】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

公共施設
再編 

医療・福祉 

子育て 

広域連携 

防災 環境 

観光 

住宅 

立地適正化  

学校・教育 

都市再生・ 
中心市街 
地活性化 

地域公共交通計画 
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第3章 地域公共交通等の現況・課題 
本市の主な現況、課題を整理し、次のとおり主な「強み」・「弱み」の視点から地域公共交通の課題

について分析します。なお、詳細な内容については、「資料編」に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口 
【参考資料】 

ｐ１～ｐ４ 
p19 

観光 
【参考資料】 

ｐ５～ｐ７ 

誘導施設 
【参考資料】 

ｐ9 

交通状況 
【参考資料】 
ｐ１０～ｐ12 

公共 
交通網 

【参考資料】 
ｐ13～ｐ17 

コミュニティバス
利用状況 

【参考資料】 
ｐ２６～ｐ２９ 

≪弱み≫ 

○新型コロナウイルス感染拡大の影響
を受け入り込み数が急激に減少し
たが、回復傾向にある 

○鉄道駅を中心に都市機能や誘導施
設の集積状況が高い 

〇一部路線、一部区間、特定の時
期における観光需要の高まり（オ
ーバーツーリズム）に対応する必
要がある 

○九州自動車道及び国道３号、主要
地方道等の広域的な幹線道路が充
実 

○鉄道の利便性が高く福岡都市圏へ
のアクセス性が高い 

〇路線バス及び市のコミュニティバス
等の運行により市街化区域内のほ
ぼ全域をカバー 

〇タクシーが地域の移動ニーズにきめ
細かく柔軟に対応している 

〇人口の転入超過が継続 
〇人口減少が予測されるものの急激

な変化はなくゆるやかに進行する見
込み 

〇駅周辺を中心に人口集積が高い 

○高齢化率は増加傾向にあるた
め、高齢者の移動需要に応じた
地域公共交通とする必要がある 

≪強み≫ 

市民 
アンケート 
【参考資料】 
ｐ３７～ｐ３９ 

〇鉄道駅周辺をはじめ、市内に混
雑度が高い道路や主要渋滞箇
所等が多く、定時制を確保するた
めの地域公共交通の構築を検
討する必要がある 

〇「新しい生活様式」への移行等に
伴い路線バス利用者の減少及
び運転士不足等を背景とした路
線バスの減便・廃止 

〇路線バス及びコミュニティバスの
路線維持のための財政負担の
増加 

運転士 
労働環境 
【参考資料】 
ｐ２４～ｐ２５ 

○直近１０年の１日平均利用者数は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響
を受け急激に減少したが、回復傾向
にある 

〇燃料費や資材などの物価高騰の
影響による運行経費及び運行補
助の増加 

〇老朽化した車両の更新など設備
投資が必要となる 

〇７０歳代以上の路線バスやコミュニ
ティバス利用は、約５割となっており、
高齢者等の外出機会の創出に寄与
している 

〇交通事業者による路線バスの慢性
的な運転士不足を踏まえた人財確
保のための待遇改善、運転士の初
任給及び給与制度の改定、運賃改
定の実施 

○運転士の平均年齢は、全職種平
均より高い 

〇運転士の超過勤務時間は、全職
種平均より高い 

〇運転士の年間給与額、超過労働
給与額は、全職種平均低い 

〇運行本数が少なく、使いにくいと
いう意見が多い 

〇バスと鉄道、バス同士の乗り継ぎ
について不満が多い 
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第4章 基本的な方針 
4-1 基本方針 

前章の現況・課題を踏まえ、本計画の基本方針を次のとおり示します。なお、立地適正化計画や国が

示す考え方、関連計画の方針等を踏まえて設定するものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜太宰府市地域公共交通計画の基本方針＞ 

住まう人も訪れる人もともに使いやすい地域公共交通の構築 
持続可能な地域公共交通の構築 

◆国 
地域公共交通の活性化及び再生
の促進に関する基本方針 

◆太宰府市 
まち・ひと・しごと創生総合戦略の
基本目標 

基本目標１ 
だざいふの底力総発揮構想 

（成長戦略） 

基本目標２ 
だざいふ型 

全世代居場所と出番構想 
（移住定住戦略） 

基本目標３ 
令和の都大だざいふ構想 

（圏域拡大戦略） 

◆福岡県 
交通ビジョン２０２２基本方針 

基本方針１ 
世界を視野に九州・山口の 

一体的発展を支える 
交通ネットワークをつくる 

①まちづくり 、観光振興等の  

地域戦略との一体性の確保 

②地域全体を見渡した      

地域旅客運送サービスの  

持続可能な提供の確保 

基本方針２ 
未来を見据え、「デジタル」 

「グリーン」な交通を展開する 

③地域特性に応じた多様な  

交通サービスの組合せ 

基本方針３ 
住み慣れたところで「働く」 

「暮らす」「育てる」ことができる

持続可能な交通をつくる 

基本目標４ 
持続可能なだざいふ構想 

（行財政改革戦略） 

④住民の協力を含む関係者の

連携と協働 

基本方針４ 
強靱で安全安心な交通を 

確保する 

＜太宰府市立地適正化計画のまちづくりの目標＞ 

  「令和の都だざいふ」として歴史資源と豊かな自然に囲まれ、 

災害に強い適度なまとまりを持つまちの中で、「暮らす」「働く」「過ごす」ことができ、 

住まう人も訪れる人も安心・安全に快適な移動ができるまちづくり 
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4-2 地域公共交通の将来像 
基本方針を踏まえ、地域公共交通の将来像を次のとおり示します。また、立地適正化計画での拠点

の設定箇所と地域特性や地域公共交通の位置付けと役割等の考え方を設定します。 
【拠点等連携のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域公共交通の将来像】 
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（1）立地適正化計画での拠点の設定箇所と地域特性 
立地適正化計画の検討経緯において、周辺からのアクセス性等を考慮し、立地適正化計画での拠

点設定箇所は次のとおりとなります。 

拠点 地域特性 
拠点の 

設定箇所 
拠点設定 

西鉄二日市駅

周辺 

◇県の区域マスタープランにおいて

広域拠点に位置付け 
◇都市機能の集積が高い 
◇鉄道やバス等でアクセスしやすい 

西鉄二日市駅 
県区域マスを踏襲し、筑紫

野市との連携・相互補完を

図る広域拠点に設定 

西鉄五条駅 
周辺 

◇都市機能の集積が非常に高い 
◇鉄道やバス等でアクセスしやすい 

西鉄五条駅 
都市機能の集積状況等を踏

まえ、中心拠点に設定 西鉄都府楼前駅

周辺 
◇都市機能の集積が非常に高い 
◇鉄道やバス等でアクセスしやすい 

西鉄都府楼前駅 

西鉄太宰府駅

周辺 

◇都市機能の集積が非常に高い 
◇鉄道やバス等でアクセスしやすい 
◇観光資源を豊富に有している 

西鉄太宰府駅 

都市機能の集積状況や地

域特性を活かし、広域拠点

や中心拠点を補完する交流

拠点に設定 

大佐野周辺 

◇都市機能の集積が高い 
◇広域かつ地域の主要な県道が交

わる交通の要衝となっている地域

生活拠点 

大佐野東 
バス停 

都市機能や交通ポテンシャ

ルを活かし、周辺住民の生

活利便性の維持・向上に資

する地域・生活拠点に設定 
高雄周辺 

◇都市機能の集積が高い 
◇基幹的バスが運行されておりアク

セスしやすい 

高雄 
バス停 

水城周辺 
◇都市機能の集積が高い 
◇基幹的バスが運行されておりアク

セスしやすい 

水城の里郵便局 
バス停 
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（2）地域公共交通ネットワークの考え方 
前項に示す、拠点等連携のイメージ、地域公共交通の将来像、拠点の設定箇所を踏まえ、本市の地

域公共交通ネットワークについて、その役割や維持・確保の考え方は次のとおりとなります。 
種別 交通モード 役割 維持・確保の考え方 

広域 
幹線 

ＪＲ鹿児島本線 太宰府市と周辺都市を連絡

し、福岡市や久留米市等の広

域的な人流を支える 
利用状況に応じた運行本数について、

適宜交通事業者と協議を行い、一定

水準以上の運行を確保する 

西鉄天神大牟田線 

西鉄太宰府線 
太宰府市と筑紫野市を連絡

し、住民と来訪者の移動を支

える 
西鉄バス（４００、太

宰府ライナーバス旅

人） 

太宰府市と福岡市（博多駅）

を連絡し、住民と来訪者の移

動を支える 

地域 
幹線 

西鉄バス（1-1、1-

2、4-1、22、23、星

ヶ丘線【二日市】 

住宅地等と中心拠点、交流

拠点、地域・生活拠点、広域

拠点や周辺市町を連絡し、住

民と来訪者の移動を支える 

地域公共交通確保維持事業（幹線補

助）等を活用し、交通事業者と協議の

上、一定水準以上の運行を確保する 

支線 

コミュニティバス 

住宅地等と中心拠点、交流

拠点、地域・生活拠点を連絡

し、住民と来訪者の移動を支

えるとともに、幹線を補完す

る。 
交通事業者と協議の上、費用対効果

を踏まえ、利便性向上を図りながら、一

定水準以上の運行を確保する 

地域サポートカー 

丘陵地にある住宅地等と中

心拠点、交流拠点を連絡し、

住民の移動を支えるととも

に、幹線を補完する 

タクシー 
目的地までのドア to ドアで

移動ができるサービスを担う 
交通事業者と協議の上、一定水準以

上の運行を確保する 

デマンド交通 

住宅地等と中心拠点、地域・

生活拠点を連絡し、住民と来

訪者の移動を支えるととも

に、幹線を補完する。 

地域公共交通確保維持事業（フィーダ

ー補助）等を活用し、交通事業者と協

議の上、一定水準以上の運行を確保

する 
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（3）運行経費の補助 
地域幹線や支線に位置付ける路線は、通勤・通学をはじめ、買い物や通院などの日常生活の移動手

段等を担う重要な路線ですが、交通事業者の経営努力だけでは継続運行が厳しいため、運行経費補

助により路線を確保し、地域公共交通の維持を図ります。 
以下の路線については、国の補助制度である「地域公共交通確保維持事業」等を活用して、日常生

活等における交通手段となる路線を確保・維持を図ります。 

交通機関 系統 
事業許可 

区分 
運行態様 実施主体 

補助事業の 
活用 

路線バス 
（西日本鉄道

(株)） 

１－１系統（原営

業 所 ～ 吉 木 入

口・吉木～西鉄

二日市） 

４条乗合 
路線定期 
運行 

交通事業者 地域間幹線系統 

１－２系統（太宰

府～吉木入口～

西鉄二日市） 
４－１系統（太宰

府市役所前～上

宇美～宇美営業

所） 
２２番系統（西鉄

二日市～天拝坂

～平田） 
２３番系統（南山

手団地～下大利

駅 ～ 南 山 手 団

地） 
星ヶ丘線【二日

市】（西鉄二日

市駅東口～太宰

府高校入口） 

のるーと 
太宰府 

星ヶ丘・高雄エリ

ア～市役所周辺

エリア 
星ヶ丘・高雄エリ

ア～星ヶ丘・高雄

エリア 

４条乗合 区域運行 太宰府市 フィーダー補助 
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【補助系統のネットワーク図】 

のるーと太宰府 
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第5章 計画の目標と施策の方向性 
5-1 計画の目標と施策の方向性 

前項の基本方針を踏まえ、計画の基本方針、目標、施策の方向性を次のとおり示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

高齢者、障がい者、妊産婦や子どもたちなど、移動に配慮が必要な人が安心して円滑に移動でき

るよう、車両や駅舎等のユニバーサルデザイン化等を推進します。 
施策の方向性⇒地域公共交通施設におけるユニバーサルデザイン化の推進 

目標３ 高齢者等にやさしい交通環境の形成 

周辺地域から各拠点へのアクセス性の向上や各拠点間の快適な移動に向けて、地域公共交通の

維持・改善を図ります。 
施策の方向性⇒ネットワークの維持・改善 

目標１ まちづくりと連携した公共交通軸の形成 

日常生活に不可欠な通勤、通学、買い物や通院等の移動手段の確保に向けて、利用目的に応じ

た利便性の向上を図り、利用しやすい地域旅客運送サービスを構築します。 
施策の方向性⇒地域住民の利便性向上 

目標２ 地域住民の利用ニーズに対応した地域公共交通体系の構築 

市内の交通渋滞の緩和及び回遊促進に向けて、公共交通や徒歩、自転車等による通勤、通学や

観光への転換を図るため、利用しやすい交通形態を検討していきます。 
施策の方向性⇒来訪者の利便性向上 

目標４ 来訪者の目的に配慮した交通形態の構築 

日常生活に必要不可欠な、通勤、通学、買い物や通院等の移動手段として、安定的に維持、運営

し続けられるよう多様な主体が参画し、対話と協働を進めることで、連携しながら新しい地域旅客運

送サービス等について検討していきます。 
施策の方向性⇒新たな地域旅客運送サービスの検討 

地域公共交通の利用促進 

利用者負担・公的負担の均衡化 

目標５ みんなで地域公共交通を支える仕組みづくり 

深刻化する運転士不足の状況下においても、地域旅客運送サービスを維持していくため、担い手

の確保について検討していきます。 
施策の方向性⇒担い手不足の解消 

目標６ 地域旅客運送サービス維持のための担い手確保 



第５章  計画の目標と施策の方向性 

 

5-3 

 

本計画の基本理念、基本方針、目標、施策の方向性の体系図を次のとおり示します。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【目標５】 
みんなで地域公共交通を
支える仕組みづくり 

【基本方針２】 
持続可能な 

地域公共交通の構築 

担い手不足の解消 

基本方針 目標 施策の方向性 

ネットワークの維持・改善 
【目標１】 
まちづくりと連携した 
公共交通軸の形成 

【目標６】 
地域旅客運送サービス 
維持のための担い手確保 

地域住民の利便性向上 

【目標２】 
地域住民の利用ニーズに
対応した地域公共交通 
体系の構築 

地域公共交通施設における 
ユニバーサルデザイン化の推進 

【目標３】 
高齢者等にやさしい 
交通環境の形成 

来訪者の利便性向上 
【目標４】 
来訪者の目的に配慮した
交通形態の構築 

新たな地域旅客運送サービスの 

検討 

地域公共交通の利用促進 

利用者負担・公的負担の均衡化 

【基本方針１】 
住まう人も訪れる人も 

ともに使いやすい 
地域公共交通の構築 
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5-2 数値指標および目標値 
前項で示した施策の方向性ごとに数値指標および目標値を設定します。 

 
目標１: まちづくりと連携した公共共交通軸の形成 
施策の方向性:ネットワークの維持・改善 

 数値指標 現況値 目標値 

１ 
居住誘導区域内における公共交通の徒歩利用圏

の人口割合 
（バス停３００m、鉄道８００m 圏内） 

９７.１% 
（令和４年度） 

９７.１%以上 
(令和９年度) 

 
目標２：地域住民の利用ニーズに対応した地域公共交通体系の構築 
施策の方向性:地域住民の利便性向上 

 数値指標 
現況値 

（令和６年度） 

目標値 

(令和１２年度) 

１ コミュニティバス等（支線）の利用者総数 576,901 人 576,901 人以上 

※コミュニティバス等（支線）：４－5 記載の「コミュニティバス」「地域サポートカー」「デマンド交通」 
 
目標３：高齢者等にやさしい交通環境の形成 
施策の方向性:地域公共交通施設におけるユニバーサルデザイン化の推進 

 数値指標 
現況値 

（令和６年度） 

目標値 

(令和１２年度) 

１ 
各種施設が高齢者や障がい者などに配慮されてい
ると思う市民の割合 
（肯定派の割合） 

公共施設 
42.7% 

公共施設 
42.7%以上 

民間施設 
30.8% 

民間施設 
30.8%以上 

※肯定派：「そう思う」「ややそう思う」の合計 
 
目標４:来訪者の目的に配慮した交通形態の構築 
施策の方向性:来訪者の利便性向上 

 数値指標 
現況値 

（令和６年度） 

目標値 

(令和１２年度) 

１ 交通情報案内システムアクセス数 
3,727,269 

プレビュー 
3,727,269 

プレビュー以上 
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目標５: みんなで地域公共交通を支える仕組みづくり 
施策の方向性: 新たな地域旅客運送サービスの検討 

地域公共交通の利用促進 
利用者負担・公的負担の均衡化 

 数値指標 
現況値 

（令和６年度） 

目標値 

(令和１２年度) 

１ 
交通弱者にとって必要な移動手段が確保されて
いると思う市民の割合 
（肯定派の割合） 

25.2% 25.2%以上 

２ コミュニティバス等（支線）の収支率 23.4% 23.4%以上 

３ コミュニティバス等（支線）の利用者１人あたりの
市財政負担額 284 円/人 284 円/人以下 

※肯定派：「そう思う」「ややそう思う」の合計 
※コミュニティバス等（支線）：４－5 記載の「コミュニティバス」「地域サポートカー」「デマンド交通」 
 
目標６: 地域旅客運送サービス維持のための担い手確保 
施策の方向性: 担い手不足の解消 

 数値指標 
現況値 

（令和６年度） 

目標値 

(令和１２年度) 

１ 第二種運転免許の取得支援数 ― 5 人以上 
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各数値指標の評価方法 

目 
標 

数値指標 
評価 

時期 
評価方法 

１ １ 
居住誘導区域内における 
公共交通の徒歩利用圏の人口割合 
（バス停３００m、鉄道８００m 圏内） 

令和９年度 都市計画基礎調査より整理 

２ １ コミュニティバス等（支線）の利用者総数 毎年度 市保有データより確認 

３ １ 
各種施設が高齢者や障がい者などに 
配慮されていると思う市民の割合 
（肯定派の割合） 

毎年度 市民意識調査より確認 

４ １ 交通情報案内システムアクセス数 毎年度 市保有データより確認 

５ １ 
交通弱者にとって必要な移動手段が 
確保されていると思う市民の割合 
（肯定派の割合） 

毎年度 市民意識調査より確認 

５ ２ コミュニティバス等（支線）の収支率 毎年度 市保有データより確認 

５ ３ コミュニティバス等（支線）の利用者１人 
あたりの市財政負担額 毎年度 

事業者提供資料より確認 
市保有データより確認 

６ １ 第二種運転免許の取得支援数 毎年度 市保有データより確認 
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第６章 
目標を達成するための

事業・実施主体 
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第6章 目標を達成するための事業・実施主体 
6-1 計画の目標を達成するための事業 

施策の方向性に対応した事業内容を次のとおり設定します。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【目標５】 
みんなで地域公共交通を
支える仕組みづくり 

【基本方針２】 
持続可能な 

地域公共交通の構築 

担い手不足の解消 

基本方針 目標 施策の方向性 

ネットワークの維持・改善 
【目標１】 
まちづくりと連携した 
公共交通軸の形成 

【目標６】 
地域旅客運送サービス 
維持のための担い手確保 

地域住民の利便性向上 

【目標２】 
地域住民の利用ニーズに
対応した地域公共交通 
体系の構築 

地域公共交通施設における 
ユニバーサルデザイン化の推進 

【目標３】 
高齢者等にやさしい 
交通環境の形成 

来訪者の利便性向上 
【目標４】 
来訪者の目的に配慮した
交通形態の構築 

新たな地域旅客運送サービスの 

検討 

地域公共交通の利用促進 

利用者負担・公的負担の均衡化 

【基本方針１】 
住まう人も訪れる人も 

ともに使いやすい 
地域公共交通の構築 
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【事業４】デマンド交通やＭａａS 等の新技術の有効活用（再掲） 

【事業７】受け入れ環境の整備・充実 

【事業８】交通情報案内システムの維持・充実 

【事業９】パークアンドライドの推進 

【事業１０】地域公共交通ＭＡＰの作成 

【事業４】デマンド交通やＭａａS 等の新技術の有効活用（再掲） 

【事業１１】地域に最適な移動手段確保等の検討 

【事業４】デマンド交通やＭａａS 等の新技術の有効活用（再掲） 

【事業１０】地域公共交通ＭＡＰの作成（再掲） 

【事業１２】地域公共交通の利用促進を図る周知・啓発 

【事業１３】運賃補助制度の検討 

【事業１４】コミュニティバス等の料金体系の検討 

【事業１５】営業外収入の検討 

【事業１６】多様な主体と連携した担い手の育成・確保の支援 

【事業１７】地域公共交通の重要性や魅力の発信 

【事業１】まちづくり計画との連携 

【事業２】最適な交通モード配置の検討 

【事業３】地域公共交通の広域連携強化 

【事業３】地域公共交通の広域連携強化（再掲） 

【事業４】デマンド交通やＭａａS 等の新技術の有効活用 

【事業５】乗り継ぎ利便性及び旅客施設滞在環境等の向上 

事業内容 

【事業６】移動等円滑化促進方針やバリアフリー基本構想の検討 
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6-2 実施主体の概要 
事業内容ごとに関連する実施主体の一覧を次のとおり示します。 

 
【事業・実施主体一覧】 

事
業 内容 

実施主体 

市 
交通 

事業者 
地域 

各種 
団体 

近隣市町 
等 

１ まちづくり計画との連携 ● ●   ● 
２ 最適な交通モード配置の検討 ● ●   ● 
３ 地域公共交通の広域連携強化 ● ●   ● 

４ デマンド交通や MaaS 等の 
新技術の有効活用 ● ●  ● ● 

５ 乗り継ぎ利便性及び旅客施設 
滞在環境等の向上 ● ● ● ● ● 

６ 移動等円滑化促進方針や 
バリアフリー基本構想の検討 ● ● ● ● ● 

７ 受け入れ環境の整備・充実 ● ●  ● ● 
８ 交通情報案内システムの維持・充実 ● ●  ●  
９ パークアンドライドの推進 ● ●  ● ● 

１０ 地域公共交通 MAP の作成 ● ● ● ● ● 
１１ 地域に最適な移動手段確保等の検討 ● ● ● ● ● 

１２ 地域公共交通の利用促進を図る 
周知・啓発 ● ● ● ● ● 

１３ 運賃補助制度の検討 ● ●  ●  
１４ コミュニティバス等料金体系の検討 ● ●    
１５ 営業外収入の検討 ● ●  ●  

１６ 多様な主体と連携した担い手の育成・
確保の支援 ● ● ●   

１７ 地域公共交通の重要性や魅力の発信 ● ●  ● ● 
地域・・・住民や自治会等 
各種団体・・・民間企業、教育、子育て、まちづくり、防犯や防災 、医療や福祉団体等の多様な主体 
近隣市町等・・・国、県や隣接する市町等
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設定した事業の詳細を次のとおり示します。 
 

事業１ まちづくり計画との連携 

事業概要 
立地適正化計画等との連携により、周辺地域から各拠点へのアクセス性の向上や

各拠点間の快適な移動を目指し、全市的に生活利便性を確保していきます。 

実施主体 市、交通事業者、近隣市町等 

 

事業２ 最適な交通モード配置の検討 

事業概要 

利用者の集中する時間帯を効率的に運行し、利用の少ない時間帯を減便する等の

検討を行い、車両サイズや運行の様態等の適正化を図りながら、国・県補助金等を活

用した運行経費の支援によって地域公共交通ネットワークの維持・改善を図ります。 

実施主体 市、交通事業者、近隣市町等 

 

事業３ 地域公共交通の広域連携強化 

事業概要 
周辺市町への連絡や市域を越える移動等に向けて、近隣市町等と連携しながら広

域的な移動の利便性を高めていくことを検討します。 

実施主体 市、交通事業者、近隣市町等 

 

事業４ デマンド交通やＭａａS 等の新技術の有効活用 

事業概要 
地域住民や来訪者の移動ニーズ等に対応し、地域の特性に応じたデマンド交通や

新たなモビリティサービスの導入等を推進します。 

実施主体 市、交通事業者、各種団体、近隣市町等 

 

事業５ 乗り継ぎ利便性及び旅客施設滞在環境等の向上 

事業概要 
各交通モード同士の乗り継ぎを強化するとともに、地域や各種団体等との連携によ

り鉄道駅の滞在環境やバス待ち環境の向上を目指します。 

実施主体 市、交通事業者、地域、各種団体、近隣市町等 
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事業７ 受け入れ環境の整備・充実 

事業概要 
来訪者の目的に応じてコミュニティバス等を活用しフリーパス乗車券や企画乗車券

の造成等の取組を推進します。 

実施主体 市、交通事業者、各種団体、近隣市町等 
 

事業８ 交通情報案内システムの維持・充実 

事業概要 
道路や交差点等の混雑状況の配信にあわせて、公共交通の利用に関する情報等

を幅広く情報発信することで公共交通への利用転換を図ります。 

実施主体 市、交通事業者、各種団体 
 

事業９ パークアンドライドの推進 

事業概要 

来訪者向けにパークアンドライドに関する情報提供を継続することで、観光時の移

動の円滑性確保や生活交通への影響の抑制を目指すとともに、民間企業等の関係機

関との連携を更に推進します。 

実施主体 市、交通事業者、各種団体、近隣市町等 

 

事業１０ 地域公共交通 MAP の作成 

事業概要 

本市内を運行する鉄道、路線バス、タクシー、コミュニティバス等の時刻表や利用方

法、鉄道駅の設備情報、バリアフリー情報、駐輪場情報等の利用者が必要とする情報

を掲載して作成することを検討します。 

実施主体 市、交通事業者、地域、各種団体、近隣市町等 

事業６ 移動等円滑化促進方針やバリアフリー基本構想の検討 

事業概要 

高齢者、障がい者、妊産婦、子ども等の移動や施設利用の利便性・安全性向上を

促進するために、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化の推進に向けた

検討を実施します。 

実施主体 市、交通事業者、地域、各種団体、近隣市町等 
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事業１１ 地域に最適な移動手段確保等の検討 

事業概要 

地域で安心して暮らし続けることができるよう、鉄道、路線バス、タクシー、コミュニテ

ィバス等で十分な移動サービスが提供されない場合においても、通勤、通学、買い物

や通院等に必要な移動手段について、地域の特性やニーズ等に応じて検討します。 

実施主体 市、交通事業者、地域、各種団体、近隣市町等 
 

事業１２ 地域公共交通の利用促進を図る周知・啓発 

事業概要 

児童、生徒、学生を対象としたモビリティ・マネジメント教育や、地域への出前講座の

実施等により、地域公共交通への親しみの醸成を図り、利用を促進する周知・啓発活

動を実施します。 

実施主体 市、交通事業者、地域、各種団体、近隣市町等 

 

事業１３ 運賃補助制度の検討 

事業概要 
外出機会の確保に向けて、コミュニティバス等の運賃補助制度の導入を関係機関と

の連携しながら検討します。 

実施主体 市、交通事業者、各種団体 

 

事業１４ コミュニティバス等料金体系の検討 

事業概要 コミュニティバス等の運賃や広告料等の料金体系の見直しを検討します。 

実施主体 市、交通事業者、近隣市町等 
 

事業１５ 営業外収入の検討 

事業概要 
コミュニティバス等の運賃や広告料等以外の収入を得るための施策・制度について

検討します。 

実施主体 市、交通事業者、各種団体 
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事業１７ 地域公共交通の重要性や魅力の発信 

事業概要 

バス・タクシードライバーに対する若者や女性等の関心向上と印象改善を図るた

め、児童・生徒・学生等へその重要性や魅力を伝えるための機会創出を関係機関と連

携しながら検討します。 

実施主体 市、交通事業者、各種団体、近隣市町等 

 
 
 
 
 
 
 
 

事業１６ 多様な主体と連携した担い手の育成・確保の支援 

事業概要 
地域旅客運送サービスを担う人材を幅広く発掘するとともに、多様なスキルを持つ

人材を育成・確保し、地域の実情に応じた課題解決を推進します。 

実施主体 市、交通事業者、地域、各種団体、近隣市町等 
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第７章 
目標の達成に向けた

マネジメント 
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第7章 目標の達成に向けたマネジメント 
7-1 事業のスケジュール 

事業のスケジュールにあたっては、計画期間である令和８年度（２０２６年度）から令和１２年度（２０３

０年度）に既に実施している事業も含めて、調査・研究を踏まえた検討を実施し、必要に応じて継続・実

施していくこととします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査・研究・実施 

担い手不足の解消 

施策の方向性 実施期間 

                       令和８年度～令和１２年度                        

ネットワークの維持・改善 調査・研究・実施 

調査・研究・実施 

地域住民の利便性向上 調査・研究・実施 

地域公共交通施設における 
ユニバーサルデザイン化の推進 調査・研究・実施 

来訪者の利便性向上 調査・研究・実施 

新たな地域旅客運送サービスの検討 

地域公共交通の利用促進 

利用者負担・財政負担の最善化 
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7-2 計画の推進体制 
「太宰府市地域公共交通活性化協議会」により、地域公共交通計画の作成に関する協議及び本計

画の実施に係る連絡・調整等を実施します。これらは、交通事業者、道路・交通管理者、識見を有する者

等から構成されています。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【目標達成に向けた役割分担】 
構成 主な役割 

太宰府市 
地域公共交通活性化協議会 

・地域の現状及び課題の把握 
・目標達成に向けた施策・事業の実施 
・PDCA サイクルによる事業進捗の管理・評価 

地域・各種団体 
（住民・民間企業など） 

・地域公共交通を支える取組への主体的な関与・協力・連携 
・積極的な利用 

行政 
（太宰府市、道路・交通管理者） 

・地域、交通事業者、各種団体等との協力体制づくり 
・施策・事業の実施 
・サービス提供に必要な運行経費補助等の支援 
・地域公共交通活性化協議会の運営 

交通事業者 
・事業遂行（サービスの維持・確保、情報提供等） 
・運行管理（安全性の確保等） 
・施策・事業等の積極的な協力 

連携・共創 



太宰府市 地域公共交通計画（素案） 

 

7-4 

 

7-3 計画の評価・検証 
計画の運⽤にあたっては、ＰＤＣＡサイクルの考え⽅に基づき、施策の進捗状況や社会情勢の変化等

を踏まえながら、本市が定めるまちづくり全体及び分野別の各種関係施策・計画等との整合・連携を図

りつつ、必要に応じて計画や施策等の⾒直しを⾏います。 
評価検証において計画の⾒直しが必要となった場合は、改めて太宰府市地域公共交通活性化協議

会等からの意⾒聴取を⾏いながら、さらなる計画の推進を図っていきます。 
 

【計画のマネジメント】 
Plan 

（計画の立案） 
太宰府市地域公共交通活性化協議会、地域 

Do 

（事業の実施） 
市、交通事業者、地域、各種団体、近隣市町等 

Check 

（結果及び進捗についての評価・検証） 
太宰府市地域公共交通活性化協議会 

Action 

（事業・目標・計画の見直し） 
太宰府市地域公共交通活性化協議会 

 
 
 
 

【ＰＤＣＡサイクルイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

計画全体の
PDCA 
サイクル 

Plan 
（計画の立案） 

Action 
（事業・目標・ 
計画の見直し） 

Do 
（事業の実施） 

Check 
（結果及び進捗

についての 
評価・検証） 
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１．計画の策定経過 
 

本項では、平成２９年度年から令和７年度までの策定経過を示します。 
 
 
 

実施時期 
主な協議・検討内容等 

（地域公共交通計画に関する事項を抜粋） 
平成３０年度第１回 平成３０年７月１２日 １．地域公共交通網形成計画の策定に向けて 
平成３０年度第２回 平成３０年１０月１１日 １．上位・関連計画 

２．基礎データの整理 
３．市民アンケート調査 
４．バス利用者聞き取りアンケート調査 
５．検討課題の整理 

平成３０年度第３回 平成３１年２月１４日 １．まほろば号利用状況調査報告 
２．公共交通網の課題の整理 
３．基本方針（案） 

令和元年度第１回 令和２年１月３０日 １．公共交通網の課題 
２．基本方針（案） 

令和２年度及び令和３年度はコロナ禍による影響を鑑み、策定に向けた議論を休止 
令和４年度第１回 令和４年７月１４日 １．本市における検討状況について 
令和４年度第２回 令和５年２月７日 １．目標・数値指標の設定について 
令和５年度第１回 令和５年８月７日 １．スケジュールについて 
令和５年度第２回 令和６年１月１７日 １．現況分析の時点修正による問題点、課題の確認 

２．体系図の整理 
３．数値指標の設定 
４．施策・事業内容 

令和６年度は路線バス減便・廃止による影響を鑑み、策定に向けた議論を休止 
令和７年度第１回 令和７年５月２１日 １．施策・事業の先行実施 
令和７年度第２回 令和７年８月７日 １．公共交通再編方針について 
令和７年度第３回 令和８年１月２８日 １．計画素案 
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２．太宰府市地域公共交通活性化協議会について 
 

本項では、地域交通法第６条第１項に基づき、本計画を作成及び実施に関し必要な協議を行った

「太宰府市地域公共交通活性化協議会」の委員名簿及び規則を示します。 
 

    【太宰府市地域公共交通活性化協議会委員名簿】   ※令和８年１月時点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏名 所属団体等 

原口 信行 太宰府市 副市長 
髙橋 拓大 九州旅客鉄道(株)  経営企画本部 経営企画部 副課長 
田代 幸輔 西日本鉄道(株)  鉄道事業本部 計画部 計画課長 
池田 舞 西日本鉄道(株)  自動車事業本部 営業部 地域ネットワーク担当 課長 
中井 一貴 (有)太宰府タクシー 代表取締役 
作道 竜也 福岡西鉄タクシー（株） 営業部 営業課長 統括担当 
松本 芳生 太宰府市自治協議会 内山区自治会長 
永松 靖二 国土交通省 九州運輸局 福岡運輸支局長 
森本 直弥 西日本鉄道（株） 原自動車営業所 助役兼自動車運転士 
永松 寿隆 国土交通省 九州地方整備局 福岡国道事務所 計画課長 
井上 高志 福岡県 那珂県土整備事務所 企画班 地域整備主幹 
堀 修一朗 太宰府市 都市整備部 建設課長 
濱脇 太 福岡県警察 筑紫野警察署 交通課 交通総務係長 
寺町 賢一 九州工業大学大学院 工学研究院 建設社会工学研究系 教授 
日宇 悟史 西日本鉄道(株) まちづくり・交通・観光推進部 課長 
小堀 まろり 国土交通省 九州運輸局 交通政策部 交通企画課 課長 
三重野 直美 福岡県 企画・地域振興部 交通政策課 課長補佐 
八尋 茂雄 元太宰府市総合戦略推進委員会 委員長  
楠田 悦子 モビリティジャーナリスト 
竹井 正彦 太宰府市商工会 観光部会長（(有)ナカガミ 代表取締役）) 
池上 順一 バリューマネジメント(株) 地域創生部 ゼネラルマネージャー 
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 【太宰府市地域公共交通活性化協議会規則】 
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用語集 
 
あ行 

新しい生活様式 
新型コロナウイルスを想定した「働き方の新しいスタイル」として、テレワークやローテーション勤務、

会議はオンライン等といった感染防止のための実践例のこと。 

 

移動等円滑化促進方針 
国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心と

する地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関

する方針のこと。 

 

オーバーツーリズム 
特定の観光地において、訪問客の著しい増加等が、地域住民の生活や自然環境、景観等に対して

受忍限度を超える負の影響をもたらし、観光客の満足度を著しく低下させるような状況のこと。オー

バーツーリズムであるかどうかは、観光客の増加を地域がどのように認識するかに左右され、観光客

増加による社会課題が発生している地域でも、住民の大半が観光のメリットを認識し、一層の成長を

望んでいるケースも少なくない。 

 

か行 

交通空白解消・集中対策期間 
令和６年７月 17 日に国土交通大臣を本部長として国土交通省「交通空白」解消本部を設置し、

国土交通省「交通空白」解消本部においては、令和７年度から９年度の３か年を「交通空白解消・集

中対策期間」とし、同期間において、自治体、事業者をはじめ関係者の総力をあげて、取組を進める

こととされている。 

 

交通弱者 
自動車社会において自分で運転することができなかったり、自家用車を持たなかったりするために、

公共交通機関に頼らざるを得ない人のこと。これらのうち特に、公共交通が整備されていない・使い

にくいなどで移動に不便や困難を伴う人を指す場合もある。 

 

交通情報案内システム 
太宰府市が運営する市内の交通状況を案内するサイト。市内の駐車場の満車・空車状況や、市内

の交通状況をライブカメラなどで配信。また、公共交通機関を利用して目的地まで移動するためのパ

ークアンドライド駐車場の情報も配信。 

 

高齢化率 
人口に対する 65 歳以上の高齢者の割合。
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コミュニティバス 
交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し、運行する交通機関。

一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して運送を行う乗合バスや乗合タクシー、市町村自らが自

家用有償旅客運送者の登録を受けて行う市町村運営有償運送等がある。 

 

さ行 

市街化区域 
都市計画区域の中に定められる区域で、市街地として積極的に開発･整備する区域であり、既に

市街地を形成している区域及び概ね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 

 

た行 

第二種運転免許 
旅客自動車を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする場合には、当

該自動車の種類に応じた第二種免許を受けなければならないとされており、第二種免許の種類は、

大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許

がある。 

 
地域サポートカー 

道路幅が狭い等の理由により「まほろば号」が運行できない地域を 10 人乗りのワンボックスカー

で運行している。 

 
デマンド交通 

利用者のニーズに応じて運行経路やダイヤ等を柔軟に対応し運行する公共交通のこと。 

 

な行 

のるーと太宰府 
従来のバスのように時刻表や決まった運行ルートがなく、AI（人工知能）が予約の状況に応じて運

行ルートを考えながら走行する乗合バスのこと。 

 

は行 

パークアンドライド 
自宅から最寄りの駅や停留所、目的地の手前まで自動車で行って駐車し、そこから公共交通機関

を利用して目的地まで移動する方法。自動車を使う時間が減るため、環境にやさしく、渋滞も少なく

なり、時間どおりに目的地まで行くことができる。 

 
バリアフリー 

障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去すること。 
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バリアフリー基本構想 

国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心と

する地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化に係る事業

の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想のこと。 

 

ま行 

MaaS 
MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移

動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予

約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等と

の連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるもの。 

 

モビリティ・マネジメント教育 
私たち一人ひとりの移動手段や社会全体の交通流動を「人や社会、環境にやさしい」という観点

から見直し、改善していくために自発的な行動を取れるような人材を育成することを目指した教育活

動のこと。 

 

や行 

ユニバーサルデザイン 

障がいによりもたらされる障壁（バリア）に対処するという考え方である「バリアフリー」に対し、「ユ

ニバーサルデザイン」はあらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種などにかかわらず多様な人々

が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインするという考え方のこと。 
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（１）令和５年度第２回太宰府市地域公共交通活性化協議会（令和６年１月１７日開催） 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新しい公共交通の
検討 

4.デマンド交通や MaaS 等の導入の検討 
11.地域に必要な移動手段確保等の検討 

基本方針 目標 

誰
も
が
使
い
や
す
い
公
共
交
通
の
構
築 

【目標 1】 

まちづくりと連携した
公共交通網の形成 

【目標 2】 

地域住民に配慮した
公共交通形態の構築 

【目標 3】 

高齢者等の交通弱者
に配慮した交通環境
の形成 

【目標 4】 

来訪者の目的に配慮
した公共交通形態の
構築 

持
続
可
能
な
公
共
交
通
の
構
築 

【目標 1】 

みんなで地域公共交
通を支える体制づくり 

施策の方向性 数値指標の設定 事業内容 

公共交通ネットワー
クの維持・改善 

地域公共交通の利
便性向上 

市内の鉄道の利便性に対する評価 

市内のバスの利便性に対する評価 

公共交通カバー率（面積カバー率、人口カバー率） 

コミュニティバスの運賃や利便性に対する評価 

公共交通施設にお
けるユニバーサル
デザイン化の推進 

民間施設が高齢者や障がい者などに配慮されていると思う市民の割合 

1.バス路線・ダイヤの見直し等による運行の適正化 
2.公共交通の広域連携強化 
3.まちづくり計画との連携 

都市基盤が整備され快適な住環境であると思う人の割合 

6.移動等円滑化促進方針やバリアフリー基本構想の検
討 

 

4.デマンド交通や MaaS 等の導入の検討 
7.回遊促進の検討 
8.交通情報案内システムの維持・充実 
9.パークアンドライドの推進 
10.観光地移動 MAP 等パンフレット作成検討および情

報発信活動の実施検討 

観光客向け地域公
共交通の利便性向
上 

西鉄太宰府駅、西鉄都府楼前駅の鉄道乗降者数 

観光地付近バス停乗降者数 

収入増を踏まえた
財政負担の軽減 

4.デマンド交通や MaaS 等の導入の検討 
12.公共交通の利用促進活動の実施 
13.運賃補助制度の検討 
14.転入者向けパンフレット作成・配布活動の 

実施検討 

公共交通の利用者数（鉄道、バス） 

外出時の移動手段に公共交通を利用している人の割合 

2.公共交通の広域連携強化 
4.デマンド交通や MaaS 等の導入の検討 
5.乗り継ぎ利便性及びバス待ち環境の向上 
 

太宰府市交通情報案内システム閲覧数 

公共交通の利用促
進 

収支率（まほろば号）（西鉄バス赤字路線） 
15.まほろば号料金体系の検討 
16.運賃外収入の検討 

公的資金投入額（まほろば号）（西鉄バス赤字路線） 

交通弱者にとって必要な移動手段が確保されていると思う市民の割合 

【目標 2】 

公共交通維持のため
の人材の確保 

就労環境の改善 

17.高校や大学等・公共交通事業者と連携した就職支
援の検討 
18.ライフスタイルに応じた働きやすい環境整備の検討 

※事業内容の下線の項目は重複を示す。 
バス・タクシー運転士数 

図 体系図（令和５年度第２回） 

バス・タクシー運転士の平均年齢 
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（２）令和７年度第３回太宰府市地域公共交通活性化協議会（令和８年１月２８日開催） 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新たな地域旅客運
送サービスの検討 

4.デマンド交通や MaaS 等の新技術の有効活用 
11.地域に最適な移動手段確保等の検討 

基本方針 目標 

住
ま
う
人
も
訪
れ
る
人
も
と
も
に 

使
い
や
す
い
地
域
公
共
交
通
の
構
築 

【目標 1】 

まちづくりと連携した
公共交通軸の形成 

【目標 2】 

地域住民の利用ニー
ズに対応した地域公
共交通体系の構築 

【目標 3】 

高齢者等にやさしい 
交通環境の形成 

【目標 4】 

来訪者の目的に配慮
した交通形態の構築 

持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
の
構
築 

【目標５】 

みんなで地域公共交
通を支える仕組みづく
り 

施策の方向性 数値指標の設定 事業内容 

ネットワークの 
維持・改善 

地域住民の利便性
向上 

コミュニティバス等（支線）の利用者総数 

居住誘導区域内における公共交通の徒歩利用圏の人口割合 
（バス停３００m、鉄道８００m 圏内） 

地域公共交通施設
におけるユニバー
サルデザイン化の
推進 

各種施設が高齢者や障がい者などに配慮されていると思う市民の割合 

1.まちづくり計画との連携 
2.最適な交通モード配置の検討 
3.地域公共交通の広域連携強化 

6.移動等円滑化促進方針やバリアフリー基本構想の検
討 

 

4.デマンド交通や MaaS 等の新技術の有効活用 
7.受入環境の整備・充実 
8.交通情報案内システムの維持・充実 
9.パークアンドライドの推進 
10.地域公共交通 MAP の作成 

来訪者の利便性 
向上 

利用者負担・公的
負担の均衡化 

4.デマンド交通や MaaS 等の新技術の有効活用 
10.地域公共交通 MAP の作成 
12.地域公共交通の利用促進を図る周知・啓発 
13.運賃補助制度の検討 

3.地域公共交通の広域連携強化 
4.デマンド交通や MaaS 等の新技術の有効活用 
5.乗り継ぎ利便性及び旅客施設滞在環境等の向上 

交通情報案内システムアクセス数 

地域公共交通の利
用促進 

コミュニティバス等（支線）の収支率 

14.コミュニティバス等の料金体系の検討 
15.営業外収入の検討 

コミュニティバス等（支線）の利用者１人あたりの市財政負担額 

交通弱者にとって必要な移動手段が確保されていると思う市民の割合 

【目標６】 

地域旅客運送サービ
ス維持のための人材
の確保 

担い手不足の解消 
16.多様な主体と連携した担い手の育成・確保の支援 
17.地域公共交通の重要性や魅力の発信 

※事業内容の下線の項目は重複を示す。 図 体系図（資料１ 計画書(素案)5-2～6-8） 

第二種運転免許の取得支援数 



運行時間

運行エリア

ご利用方法

呼 ぶ 電話・LINEまたはアプリで配車予約

指定された時間に乗降ポイント（停留所）へ

運転手に予約番号を伝えて乗車
※予約番号は利用登録時の電話番号下４桁

乗車時に運賃をお支払い
※LINE またはアプリは６日前から事前決済可能

来 る

乗 る

払 う

車両/定員

ご利用の流れ

AI オンデマンドバス「のるーと」とは？
従来のバスのように時刻表や決まった運行ルートがなく、

A I（人工知能）が予約の状況に応じて
運行ルートを考えながら走行する乗合バスです。

お電話で予約（7日前から予約受付）

LINE 配車予約

※受付時間　平日　 9:00～17:00
（土日祝の電話予約は不可）

LINE・専用アプリで予約（24 時間受付） ※ご乗車の７日前から
乗車直前まで予約可能

【予約専用】☎ 0 5 0 - 3 0 9 8 - 6 9 2 1

・初回予約時に利用登録を行います。・外出先でも連絡可能な携帯電話でのご登録・お電話をお願いします。

ご乗車の 7 日前から乗車直前まで予約受付！

以下URLを
読み込み

LINEアカウントとの
連携で簡単登録

出発地と目的地
を検索

予約内容をLINEの
メッセージで受信

のるーと乗降ポイント
（停留所）から乗車▶ ▶ ▶ ▶

太宰府市役所　都市計画課
☎092－９２1－2121（受付時間　平日 8:30 ～17:00）

AIオンデマンドバス

「のるーと太宰府」
いつもの街に、いつでものるーと

車椅子やベビーカーをご利用のお客様は、折りたたんで所定の荷物置き場に収納することで
ご乗車いただけます。乗ったままの状態でのご乗車はできませんのでご了承ください。

10:00～20:00 毎日運行
※お盆期間（８/13～15)、年末年始（12/30～1/3) は運休　

市役所周辺エリア及び星ヶ丘・高雄エリア
※市役所周辺エリア↔市役所周辺エリアの利用はできません。
詳細は中面の地図をご覧ください。

ご利用方法を動画で確認できます。

配車予告編 乗り方・降り方編

ワンボックスカー /８人　　

車体の号車番号を確認の上ご乗車ください。

のる と
K N O W  R O U T E

で手に入れよう

ダミー画像

2026年
1月25日（日）
運行開始！

google play および google play ロゴは、google llc の商標です。      Apple、Apple のロゴは、米国および他の国 で々登録されたApple Inc.の商標です。

初回のみ

【お問い合わせ先】

初回は利用登録が必要です。
LINE・アプリの際は、登録画面にしたがって利用登録を行ってください。
電話予約の際は、コールセンターの係員へお伝えください。
（ご家族などが代理でお電話いただいても構いません）

①お名前　　
②電話番号（できるだけ携帯番号）…下４ケタを予約番号として使います。
③生年月日（西暦）　　
④居住地（お住まいの小学校区　市外の方は「筑紫野市／大野城市／宇美町／その他」）

太宰府市
LINE 公式
アカウント

＊予約時に伝える内容 利用登録の有無、電話番号の下４桁、氏名、乗降希望場所、
乗車希望時間、乗車人数、乗車区分（大人、小児等）

「のるーと」のアプリ登録・利用方法は、
You Tubeでご覧いただけます。
「のるーとチャンネル」で検索

のるーとチャンネル

※乗降ポイント（停留所）は
    バス停や公園などの看板や
    歩道の路面シートが目印

のるーと太宰府

太宰府

のるーと１号車

１０１ 五条台口

００１ 太宰府市役所



65

3

五条駅

宝満通
り

宝満通
り

西鉄
太宰
府線

西鉄
太宰
府線

天神太宰府線

天神太宰府線JR鹿
児
島
本
線

JR 鹿
児
島
本
線

太宰府天満宮

太宰府市役所

太宰府政庁跡

太宰府文化
ふれあい館

坂本八幡宮

天開稲荷社

九州情報大

九州国立博物館

御笠川

大佐野スポーツ公園

太宰府中学校

レガネット
　太宰府

青山通り

東
校
通
り

日本経済大

太宰府東小学校

太宰府東中学校

太宰府高校

太宰府南
小学校

高
雄
中
央
通
り

76

112

112

574

505

76

35

太宰府 IC

五条

君畑　

高雄　

3

126

127

119

120

122

124125

115

128

129

111

108 109

130

101

102 104

110

103

1

105

106

107

131

132  

133
134 

135 

136     

112
114

113

121

123 116117

118 

2
3
6

4

5 7

運　賃　

よくあるご質問

大人（中学生以上） 300 円

障がい者 １00円

１00円小学生

乳幼児（未就学児） 無    料
※次のいずれかの提示が必要です。「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」マイナポータルと連携した障がい者手帳「ミライロ ID」

（同乗の介護者も１名まで 100 円）
※

予約番号メモ

市役所周辺エリア

星ヶ丘・高雄エリア

乗降ポイントメモ
（停留所）

予約番号はご登録いただいた
電話番号の下 4桁です。

・自宅近くの
　乗降ポイント

・よく使う
　乗降ポイント

乗降ポイント番号 乗降ポイント名

乗降ポイント番号 乗降ポイント名

1

2

※交通系電子マネーは原則お取消しができません。

クレジットカード 電子マネー コード決済（スマホ決済）

運賃の支払いは、現金、クレジットカード、QRコード、交通系電子マネー、流通系電子マネーがご利用いただけます。
車内には両替機はございません。おつりのないように運賃のご準備をお願いします。
ご乗車いただくには必ず利用登録が必要となります。（電話・LINE・アプリにて利用登録が可能です。）

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

乗車時間に数分遅れそう。待ってもらえますか？

目の前に「のるーと」の車両がいますが、予約しなくても乗れますか？
乗車はできません。お手数ですが必ず予約をお願いします。

お手数ですがコールセンターにお電話いただき時刻変更をお願いします。
LINEやアプリで予約の場合は時刻変更の機能がないため、一度キャンセルのうえ
改めて予約をお願いします。（キャンセル料はいただきません。）

乗車中に途中で降りることはできますか？
途中下車はできません。
緊急時を除き、乗り降りできるのは予約した乗降ポイント（停留所）のみになります。

Q

A

Q
A

Q

A

緑台公民館前（南向き）
太宰府高校入口
下高雄公園（緑台第３公園）
梅香苑三丁目
泉ヶ丘（北向き）
泉ヶ丘（南向き）
梅香苑第二（南向き）
梅香苑第二（北向き）
梅香苑第一（南向き）
梅香苑第一（北向き）
梅香苑入口（南向き）
梅香苑入口（北向き）
高雄西

五条台口
五条台公民館前（西向き）
五条台公民館前（東向き）
五条台（西向き）
五条台（東向き）
東ヶ丘中央公園
東ヶ丘（東向き）
渡内公園
東ヶ丘第二公園
星ヶ丘第一
星ヶ丘公園（星ヶ丘中央公園）
星ヶ丘第二
緑台公民館前（北向き）

高雄公民館前
高雄台入口
飛鳥台公園
高雄中央公園
高雄南公園
梅ヶ丘公民館前
梅ヶ丘公園
江牟田公園
高雄（東向き）
高雄（西向き）

星ヶ丘・高雄エリア
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

太宰府市役所
西鉄五条駅
保健センター
ごじょう保育所・子育て支援センター
レガネット太宰府
いきいき情報センター（北向き）
いきいき情報センター（南向き）

市役所周辺エリア
1
2
3
4
5
6
7

「 市役所周辺エリア → 市役所周辺エリア 」の
ご利用はできません。

　

「星ヶ丘・高雄エリア → 市役所周辺エリア 」

「 市役所周辺エリア → 星ヶ丘・高雄エリア 」

「 星ヶ丘・高雄エリア→ 星ヶ丘・高雄エリア 」
ご利用が可能です。

路線バス・コミュニティバス・
地域サポートカーのバス停併設
乗降ポイント（停留所）
 

運行開始記念！
令和８年 3月 31 日まで 無料
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太宰府市地域公共交通計画
（素案） 

参考資料 



 

 

資料編-1 

 

１ 現況調査の詳細内容 
既存資料及び現地踏査より現況を整理します。 

1-1 人口状況 
（1）人口・世帯数の推移 

◇国勢調査によると、本市の人口は平成２２年に７０,０００人を超え、令和２年には７３,１６４人であ

り、過去最大となっています。 

◇人口及び世帯数は、過去２０年間にわたり増加し続けています。 

 

【人口・世帯数の推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

【人口・世帯数の推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年国勢調査 

  

人口 世帯総数 世帯あたり
（人） （世帯） 人員

2000年（平成12年） 66,099 24,548 2.69
2005年（平成17年） 67,087 25,448 2.64
2010年（平成22年） 70,482 27,850 2.53
2015年（平成27年） 72,168 29,107 2.48
2020年（令和2年） 73,164 30,945 2.36



 太宰府市地域公共交通計画（素案）参考資料 

 

資料編-2 

 

 

◇下のグラフについて、２０１８年（平成３０年）から２０２２年（令和４年）の実績値は住民基本台

帳、令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計値（２０２０年（令和２年）国勢調査

の人口に基づく推計）を表したグラフです。 

◇現在まで総人口がほぼ横ばいで推移していますが、緩やかに減少傾向に転ずる見込みです。し

かし、全国的な減少見込みと比べて、その率が極めて緩やか（令和２年～令和２２年にかけて全

国の減少率約１０．６％、太宰府市の減少率約０．５％）であることが本市の特徴であると言えま

す。 

◇６５歳以上人口は一貫して増加する見込みであり、２０４５年（令和２７年）以降は３３％（３人のう

ち１人が６５歳以上の高齢者）を超える見込みです。 
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推計値実績値

年少人口(0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳） 老年人口（65歳以上） 総数 高齢化率

【将来人口推計】 

出典：平成３０～令和４住民基本台帳,令和７～令和３２国立社会保障・人口問題研究所 

令和２年（２０２０年）⇒令和２２年（２０４０年）の減少率 
全国：約１０．６％  太宰府市：約０．５％ 
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（2）年齢別人口割合の推移 

◇国勢調査によると、本市の年齢別人口割合は、全体（年齢不詳を除く）のうち６５歳以上の高齢

者の割合が年々増加しており、令和２年には２８.３％となっています。 

【年齢別人口割合の推移】 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年国勢調査 

（3）移動人口の状況 

◇流出が最も多いのは福岡市で１０,０００人を超え、次いで筑紫野市の３,５７８人となっています。 

◇流入が最も多いのは筑紫野市で４,３８６人、次いで福岡市の４,２０２人となっています。 

【１５歳以上就業者・通学者の移動人口（令和２年）】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

福岡市 11,203 筑紫野市 4,386
筑紫野市 3,578 福岡市 4,202
大野城市 2,394 大野城市 2,269
春日市 995 春日市 1,443

久留米市 687 久留米市 640
- - 小郡市 503

※500人以上の移動のみ

太宰府市からの
流出人口（人）

太宰府市への
流入人口（人）
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◇流出が最も多いのは福岡市で９,８０８人、次いで筑紫野市の３,７１３人となっています。 

◇流入が最も多いのは筑紫野市で３,６６１人、次いで福岡市の３,４９８人となっています。 

 
【１５歳以上就業者・通学者の移動人口（令和２年）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国勢調査 

◇過去１０年間における差分をみると、福岡市との間の流出入はいずれも減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 

 

  

福岡市 9,808 筑紫野市 3,661
筑紫野市 3,713 福岡市 3,498
大野城市 2,373 大野城市 2,262
春日市 996 春日市 1,286

久留米市 678 久留米市 595
- - 小郡市 562

※500人以上の移動のみ

太宰府市からの
流出人口（人）

太宰府市への
流入人口（人）
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1-2 観光入り込み数 
（1）観光入り込み総数 

◇平成 30 年度は、平成 30 年度から令和 5 年度の間で最大となっていますが、令和元年、令和

２年度に、新型コロナの影響により大きく減少しています。令和３年度以降は増加傾向に向かい

令和 5 年度は 8,111 千人となっています。 

 

【観光入り込み総数】 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【観光入り込み総数】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：太宰府市観光案内所 

  

観光入り込み
総数（千人）

2018年（平成30年度） 10,658

2019年（令和元年度） 8,182

2020年（令和2年度） 2,329

2021年（令和3年度） 5,190

2022年（令和4年度） 7,284

2023年（令和5年度） 8,811

10,658

8,182

2,329

5,190

7,284

8,811

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5

（千人）
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（2）観光入り込み月別数 

◇月別における本市の観光入り込み数は、１月が最も多くなっています。 

 

【観光入り込み月別数（２０２3 年度（令和 5 年度））】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【観光入り込み月別数（２０２3 年（令和 5 年度））】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：太宰府市観光案内所 

  

観光入り込み
月別数（千人）

4月 459
5月 535
6月 471
7月 384
8月 428
9月 442

10月 610
11月 705
12月 608
1月 2,854
2月 637
3月 678
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（3）観光バス入り込み数 

◇平成 30 年度は、平成 30 年度から令和 4 年度の間で最大となっていますが、令和元年、令和

２年度は、新型コロナの影響により大きく減少しています。令和３年度以降は増加傾向に向かい

令和 4 年度は 15,623 千人となっています。 

 
【観光バス入り込み数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【観光バス入り込み数の推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：太宰府市観光案内所 

  

観光バス入り込み
総数（台）

2018年（平成30年度） 43,011
2019年（令和元年度） 24,294
2020年（令和2年度） 2,038
2021年（令和3年度） 3,963
2022年（令和4年度） 15,623
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1-3 鉄道乗降人員 

◇各駅における鉄道乗降人員（１日平均）について平成 30 年から令和 5 年度の推移をみると、

令和２年度以降は新型コロナの影響で全体的に減少しています。 

◇周辺市の駅における鉄道乗降人員（１日平均）をみると、新型コロナの影響により減少する年も

ありますが、西鉄駅、JR 駅ともに、概ね横ばいで推移しています。 

 

【鉄道１日平均乗降人員の推移（太宰府市）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鉄道１日平均乗降人員の推移（周辺主要駅）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※JR は、公表値が乗車人員のみのため乗車人員の２倍の数値とします。 

出典：西日本鉄道・九州旅客鉄道提供資料 

 

  

出典：西日本鉄道・九州旅客鉄道提供資料

（単位：人/日）

下大利駅 紫駅 西鉄二日市駅 二日市駅 大野城駅 水城駅
（大野城市） （筑紫野市） （筑紫野市） （筑紫野市） （大野城市） （大野城市）

2018年（平成30年度） 15,579 6,056 21,467 15,168 16,706 4,154

2019年（令和元年度） 15,548 6,012 21,243 14,986 16,740 4,190

2020年（令和2年度） 12,227 5,329 15,041 10,640 13,108 3,322

2021年（令和3年度） 12,905 5,642 15,622 11,820 13,870 3,448

2022年（令和4年度） 14,148 6,072 16,904 13,258 15,210 3,822

2023年（令和5年度） 14,950 6,433 17,858 13,942 15,646 4,114

西鉄 JR

（単位：人/日）

JR
太宰府駅 西鉄五条駅 都府楼前駅 都府楼南駅

2018年（平成30年度） 12,047 5,779 6,944 2,320
2019年（令和元年度） 12,139 5,748 7,163 2,336
2020年（令和2年度） 6,619 4,178 5,685 1,862
2021年（令和3年度） 8,528 4,548 5,935 2,070
2022年（令和4年度） 11,658 5,053 6,451 2,212
2023年（令和5年度） 12,712 5,303 6,966 2,308

西鉄



 

 

資料編-9 

 

1-4 主な都市機能の立地状況 

◇医療機能については、市域内に分散して立地しているとともに、筑紫野市や大野城市の立地状

況も相まって、利用しやすい環境が整っています。 

◇商業機能については、鉄道駅周辺や幹線道路沿線を中心に立地しており、筑紫野市や大野城

市の立地状況も相まって、利用しやすい環境が整っています。 

◇教育機能については、市域内に分散して立地しています。 

 

【主要施設の立地状況】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和４年度都市計画基礎調査、市 HP 

  

・医療機関：市域内に分散して立地 

・商業機能：鉄道駅周辺や幹線道路沿線を中心に立地 

・教育機能：市内全域に分布 
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～1.00 道路が混雑することなく、円滑に走行できる

1.00～1.25 混雑の可能性のある時間帯があるが、何時間も連続する可能性は小さい

1.25～1.75 ピーク時間を中心として混雑する時間帯が増加する可能性が高い

1.75～ 慢性的混雑状態

【混雑度の目安】

1-5 交通状況 
（1）混雑度の状況 

◇主要地方道筑紫野古賀線は混雑度が１.８６、筑紫野筑穂線は混雑度が１.９６となっており、慢

性的混雑状態となっています。 

◇また、国道３号、主要地方道筑紫野太宰府線、一般県道福岡日田線は混雑度が高いです。 

 

【混雑度の状況】 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年度道路交通センサス等 
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（2）公共交通ネットワーク概要 

◇九州自動車道、国道３号、主要地方道筑紫野太宰府線、主要地方道筑紫野古賀線等の路線が

市内を通っています。 

◇鉄道は、ＪＲ鹿児島線、西鉄天神大牟田線及び西鉄太宰府線が通っており、市内の鉄道駅は４

駅です。 

◇バス路線は、西鉄バスと市のコミュニティバスまほろば号が運行しています。 

◇市内には、タクシー事業者が１事業者所在しています。 

 

【公共交通ネットワーク】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度都市計画基礎調査  

  

鉄道路線：3 路線（JR：1 路線、西鉄：2 路線） 

バス路線：21 路線 

（市コミュニティバス全 11 路線（うち地域線 3 路線）、西鉄 10 路線） 

鉄道事業者：2 事業者（JR、西鉄） 

バス事業者：2 事業者（市コミュニティバス、西鉄） 

タクシー事業者：1 事業者（太宰府タクシー） 
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（3）民間事業者バス路線 

◇本市において、民間事業者によるバス路線は、西鉄の１０路線が運行しています。 

◇周辺市町と広域的に運行する運行ルートであり、鉄道駅に接続するとともに福岡・博多方面と接

続する路線があります。 

◇そのうちの一つは博多駅、福岡空港国際線ターミナル、太宰府天満宮をつなぐ観光ルートを運

行する太宰府ライナーバス「旅人」です。 

 

 

【民間事業者バス路線】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度都市計画基礎調査 
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（4）コミュニティバス（まほろば号）路線 

◇市のコミュニティバス（まほろば号）は、市内を８路線に分けて運行しているほか、道路幅が狭い

などの理由により、通常のまほろば号が運行できない地域を地域線として３路線設定し、１０人

乗りのワンボックスカーが運行しています。 

 

 

 

【コミュニティバス路線】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度都市計画基礎調査 
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（5）便数・所要時間・運賃 
【鉄道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【民間事業者バス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コミュニティバス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平日 土曜 日祝
（上り）

博多・小倉・
門司方面

普通
18～32分

（博多～都府楼）
59 59 59

340円
（博多～都府楼）

（下り）
久留米・

大牟田方面
普通

18～32分
（博多～都府楼）

59 58 58
340円

（博多～都府楼）

福岡方面 普通
21～37分

（都府楼前～西鉄福岡）
116 102 96

370円
（都府楼前～西鉄福岡）

大牟田方面 普通
23～37分

（都府楼前～西鉄福岡）
116 103 98

370円
（西鉄福岡～都府楼前）

太宰府方面
（上り）

普通
6～8分

（二日市～太宰府）
79 73 73

170円
（二日市～太宰府）

太宰府方面
（下り）

普通
6～8分

（太宰府～二日市）
79 73 73

170円
（太宰府～二日市）

行先 区分
始発から終点までの所要

時間
運行本数（便/日）

始発から終点までの最大運賃

西鉄

天神大牟田線

太宰府線

種別 系統

JR 鹿児島本線

平日 土曜 日祝
４００博多駅～甘木営業所 水城 81分 50 38 38 950円
旅人ライナー博多駅～太宰府 太宰府市役所前 40分 56 73 73 700円
４－１宇美営業所～太宰府市役所前  只越 30分 28 15 15 490円
星ヶ丘線（五条）西鉄五条駅
～太宰府高校入口

五条台 11分 22 21 21 210円

原営業所～西鉄五条駅 九州国立博物館前 10分 - 1 1 ２４０円
１-１原営業所前～西鉄二日市 高雄 31分 26 27 26 350円
１-１太宰府～西鉄二日市 高雄 37分 7 - - 470円
１-2原営業所前～西鉄二日市 高雄 26分 14 19 20 350円
１-2太宰府～西鉄二日市 高雄 33分 19 25 25 470円
星ヶ丘線（二日市）西鉄二日市東口
～太宰府高校入口

星ヶ丘入口 15分 77 63 63 ２７０円

２２西鉄二日市～平田 天拝坂 23分 14 14 14 230円

２３下大利駅～南山手団地 つつじヶ丘通り 27分 67 63 63 280円

最大運賃

西鉄バス

種別 路線名 経由
始発から終着までの

所要時間
運行本数（便/日）

水城回り 都府楼前駅 36分 平日１1便
国分回り 都府楼前駅 ３２～３６分 平日１0便
北谷回り 都府楼前駅 ９９分 平日１３便
内山線 都府楼前駅（→内山【竈門神社】） ３０～３２分 平日２２便
内山線 都府楼前駅（←内山【竈門神社】） ３２～３４分 平日２３便
高雄回り（左回り右回り） 太宰府市役所 ３４分 平日4便
都府楼回り 都府楼前 １９分 平日3便
吉松回り 都府楼前駅 37分 平日１２便
大佐野回り 都府楼前駅 36分 平日１２便
連歌屋地域線 西鉄五条駅・太宰府駅 ２７分 火木７便/日
湯の谷地域線 太宰府市役所 ２７～２８分 月水金１０便/日

東観世地域線 いきいき情報センター・東観世 １５分 火木４便/日

所要時間

まほろば号

地域
サポートカー

100円

200円

種別 路線名 起点・終点 便数 運賃
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（6）基幹バス路線 

◇市内を走る民間の路線バスについては、福岡・博多方面からの広域に通行する路線や宇美方

面へ向かう路線、高雄地域を通行する路線が３０便以上運行しています。 

◇市コミュニティバスについては、市内の主要幹線道路を通行し観光目的地へ向かう内山線（平

日５１便/日）や水城地域の住宅地内を通行する水城・国分回り（平日計３１便/日）も３０便以

上運行しています。 

※都市構造の評価にあたり、平日１日あたり３０便以上のバスが運行する路線は基幹バス路線の性

質を持つとされています。 

【基幹バス路線】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度都市計画基礎調査 
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（7）公共交通利用圏 

◇公共交通利用圏は、一般的な値として鉄道駅から８００ｍ圏、バス停から３００ｍ圏としています。 

◇市内の鉄道駅４駅は市の中央部から東部にかけて主に主要幹線道路沿いに位置し、利用圏が

重なる範囲も多いです。 

◇隣接市の西鉄二日市駅、下大利駅、水城駅については、利用圏内に太宰府市も含まれており、

一部の地域住民はこれらの駅を利用することが考えられます。 

◇バス停は市内の各地に数多く設置されており、バス利用圏は市内の主要道路沿線をカバーして

いますが、住宅団地は斜面地が多く、高齢者等の交通弱者の利用圏が３００ｍ圏について検証

が必要です。 

 
【公共交通利用圏】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度都市計画基礎調査 
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（8）公共交通と人口分布の状況 
①人口分布 

◇住宅を主とする土地利用が形成されてきた本市は、各駅周辺を中心に人口集積が高い傾向が

あります。 

 

 

【人口分布】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度都市計画基礎調査 
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②高齢者人口分布 

◇大佐野地区、高雄地区に高齢者人口３０人/ha 以上が集積しています。 

 

 

 

 

【高齢者人口分布】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度都市計画基礎調査 
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③公共交通利用圏×主な都市機能分布 

◇市内の主な都市機能（日常生活において地域住民が利用する主要施設）は、公共交通利用圏

内に概ね位置しています。 

◇特に鉄道駅周辺では、鉄道利用圏とバス利用圏が広く重なっており、病院やスーパー等の施設

の立地はその範囲内となっている場合が多いです。 

 

【公共交通利用圏×施設分布】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度都市計画基礎調査 
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④公共交通利用圏×人口分布 

◇公共交通利用圏と人口分布の状況をみると、市内の人口が集中している地区のほとんどを、鉄

道及びバスの利用圏内でカバーできています。 

 
 
 

【公共交通利用圏×人口分布】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度都市計画基礎調査 
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⑤公共交通利用圏×高齢者人口分布 

◇公共交通利用圏と６５歳以上の高齢者人口分布の状況をみると、高齢者人口が集中している

地区のほとんどを、鉄道及びバスの利用圏内でカバーできています。 

◇特に、市内西部の青葉台地区周辺、南東部の青山や梅香苑地区周辺は、鉄道の利用圏からは

離れていますが、バスの利用圏内となっています。 

 

【公共交通利用圏×高齢者人口分布】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度都市計画基礎調査 
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1-6 運転士労働環境 
（1）平均年齢 

◇平成３０年以降、バス運転士、タクシー運転士の平均年齢はほぼ横ばいになっています。 

◇バス運転士、タクシー運転士の平均年齢は、全職種平均と比較すると２０歳以上高くなっていま

す。 

 

【平均年齢（全国）】 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：賃金構造基本統計調査 

 

（2）労働時間 

◇バス運転士、タクシー運転士の超過勤務時間は、平成３０年、令和５年ともに全職種平均超過勤

務時間より高くなっています。 

 

【労働時間（全国）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：賃金構造基本統計調査 
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（3）年間給与額 

◇バス運転士、タクシー運転士の年間給与額（超過労働分含む）は、平成３０年、令和５年ともに

全職種平均より低くなっています。 

 

 

【年間給与額（全国）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：賃金構造基本統計調査 
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1-7 コミュニティバスの利用状況 
（1）コミュニティバスの概要 

①コミュニティバス「まほろば号」路線の変遷 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②運行の基本方針（趣旨・目的） 
本市の都市基盤整備事業（生活環境の充実）のひとつとして、次の５つの視点をもって運行

しています。 

①市内に点在する様々な公共施設などを点から線へと結び、その利便性を確保し、生涯学習

都市の実現をめざす。 

②高齢者や障がい者、子どもなどの交通弱者が、気軽に安心して地域社会に積極的に参画

できるように配慮し、健康で生きがいのある福祉社会の確立を図る。 

③ＪＲや西鉄などの公共交通機関への利便性が低い空白地域に、通学や通勤、買い物などの

交通手段を確保する。 

④市民や観光客が、特別史跡「大宰府跡」をはじめとする数多くの重要文化財や遺跡などを

循環できる交通手段を確保する。 

⑤コミュニティバスなどの公共交通機関を利用することによって、市内の交通渋滞の緩和を図

る。 

 

③乗車運賃 
■全区間一律１００円均一 

（運行開始の平成１０年４月から１３年１２月までは、初乗り１８０円、最高２００円） 

※運賃改定理由：さらなる利便性、利用者増をめざして費用対効果も含め、行政サービスと

して、市民に還元していくため。 

（湯の谷地域線、連歌屋地域線、東観世地域線２００円） 

 

■重度心身障がい者（介護者含む）には、全額補助制度の特例あり。（まほろば号のみ） 

平成１０年４月 

「まほろば号」運行開始 

（三条・内山地区及び太宰府西地区路線） 

初乗り１８０円、最高２００円（高齢者・子供半額） 

平成１１年６月 水城・国分地区路線開設 

平成１４年１月 全区間一律１００円料金 

平成１４年４月 北谷・松川・三条地区路線開設 

平成１６年２月 都府楼地区路線開設 

平成２０年４月 
乗継制度の実施 

都府楼前駅にターミナル機能を持たせる 

平成２１年４月 高雄地区路線開設 

平成２３年２月 地域サポートカー「まほろば号湯の谷地域線」運行開始 

平成２４年３月 三条台・山浦地区延伸 

平成２４年７月 地域サポートカー「まほろば号連歌屋地域線」運行開始 

平成２６年４月 松川運動公園（上下水道事業センター）延伸 

平成３１年４月 地域サポートカー「まほろば号東観世地域線」運行開始 

令和６年３月 つつじヶ丘団地延伸 
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（2）コミュニティバス「まほろば号」運行経費 

◇新型コロナの影響もあり、令和２年度以降は減少傾向にあります。 

◇運賃収入も、令和２年度に大きく減少し、その後はほぼ横ばいで推移しています。 

 

【まほろば号の運行経費】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：庁内資料 

  

単位:千円 
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40,000
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180,000
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平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（千円）

運行経費 運賃収入 補助額

平成30年度 194,811 50,654 144,157
令和元年度 197,909 54,115 143,794
令和２年度 187,314 38,775 143,690
令和３年度 186,163 40,321 140,914
令和４年度 181,220 46,068 125,217
令和５年度 181,902 49,910 129,053

運行経費 運賃収入 補助額
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（3）コミュニティバスの利用状況 

◇まほろば号の年間利用者数は、令和２年度に新型コロナの影響により大きく減少しています。令

和３年度以降は増加傾向に向かい、令和 5 年度は 582,623 人となっています。 

◇地域サポートカーは、令和元年度以降、利用者数は、1000～1100 人程度で推移しています。 

 

【まほろば号年間利用者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域サポートカー年間利用者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：庁内資料 
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※湯の谷地域線は、平成 23 年より運行開始 

※連歌屋地域線は、平成 24 年より運行開始 

※東観世地域線は、令和元年(平成 31 年)より運行開始 
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1-8 パーソントリップ調査データの整理 
（1）調査概要 

平成２９年度～令和２年度に調査された第４回九州圏パーソントリップ調査より、居住地が太

宰府市である票を抽出し整理を行いました。 

 

（2）調査結果 
①地域別・交通手段 

◇移動手段にバスを利用する人の割合は、２％と低くなっています。地域別で見ても、バス利用をす

る人は全ての地域で５%以下であり、低くなっています。 

【バス利用者すべて（ゾーン別）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇移動手段に自家用車を利用する人の割合は４９％と高くなっています。地域別で見ても、全ての

地域で約半数が自家用車となっています。 

【自家用車利用者すべて（ゾーン別）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計＝3,713 

計＝3,713 
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◇移動手段に鉄道を利用する人の割合は、１０%となっています。地域別では、「都府楼」が最も鉄

道利用が多くなっています。 

【鉄道利用者すべて（ゾーン別）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇移動手段にバスと鉄道を利用する人の割合は２％と低くなっています。地域別で見ても、バスと

鉄道を利用する人は５%以下であり低くなっています。 

【バス＋鉄道利用者（ゾーン別）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計＝3,713 

計＝3,713 
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◇移動手段に自家用車と鉄道を利用する人の割合は１％と低くなっています。地域別で見ても、自

家用車と鉄道を利用する人は全ての地域の５%以下であり低くなっています。 

【自家用車＋鉄道利用者（ゾーン別）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計＝3,713 
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②地域別・鉄道利用駅 

◇水城地域では「下大利駅」が最も利用され、次いで「都府楼前駅」が多く利用されています。 

【鉄道利用駅（水城）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇大佐野地域では「水城駅」が最も利用され、次いで「下大利駅」が多く利用されています。 

【鉄道利用駅（大佐野）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計＝53 

計＝67 
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◇都府楼地域では「都府楼前駅」が最も利用され、次いで「西鉄二日市駅」が多く利用されてい

ます。 

【鉄道利用駅（都府楼）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇宰府地域では「太宰府駅」が最も利用され、次いで「西鉄五条駅」が多く利用されています。 

【鉄道利用駅（宰府）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計＝150 

計＝52 
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◇高雄地域では「西鉄五条駅」が最も利用され、次いで「西鉄二日市駅」が多く利用されていま

す。 

【鉄道利用駅（高雄）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計＝61 
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③移動の目的 
■【目的別】移動の目的 

◇移動の目的は、「通勤」が２８％と最も多く、次いで「買い物」が１１％、「通学」が４％となってい

ます。 

◇なお、バスの利用目的は、通勤よりも買い物が多くなっています。 

【移動の目的】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【移動の目的】 
【※参考 バスの利用目的（地域住民アンケートより）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計＝6,174 

計＝1,218 
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２ アンケート調査等による現況整理 
２-１ 地域住民アンケート 

（1）調査概要 
平成３０年に立地適正化計画及び地域公共交通計画の策定に向けた検討にあたり、地域住

民の日常生活の実態及び移行等を把握するため、アンケート調査を実施しました。 

 

（2）調査結果 
①路線バスやコミュニティバスの利用頻度について 

◇全体の約７割がバスをほとんど利用しておらず、ほぼ毎日利用する人は全体の３％のみにとどま

っています。 

◇バスをほとんど利用しない人の年齢別では、６０歳代以上の高齢者が全体の約半数を占めてい

ます。 

◇また、バスを利用する人の年齢別では、６０歳代以上の高齢者全体の約６５％を占めています。 

【バスの利用頻度】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

【年齢別バスをほとんど利用しない人の割合】 【年齢別バスを利用する人の割合】 
計＝1,218 

計＝1,218 計＝1,218 
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②バスをほとんど利用しない人の理由について 

◇「自家用車を利用するから」が全体の約７５％を占めています。ただし、そのうちの約半数が６０

歳代以上の高齢者です。数年から十数年後には運転を控える可能性が出てくることで、自家用

車以外の交通手段を利用する必要性が高くなると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の回答一覧】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計＝838 計＝627 

【バスをほとんど利用しない理由】 【自家用車を利用する人の年齢別】 

回答内容 コメント 

バス停までが遠いから（１１） 引っ越したばかりでバス便がよく分からない 

本数が少なすぎ（８） 子供の休日を利用 

自動車を利用（２） 
連歌屋浦の城団地まで路線だと１００円であるの

にコミュニティバスは２００円であるから 
自転車を利用（３３） 

バイク・原付を利用しているから（９） 

電車を利用するから（１７） バスの時間帯、渋滞する 

歩くから（２５） 目的地とする病院と日用品店がないため 

利便性を感じない、不便（５） 歩行困難なので外出はタクシーを利用している

が、食品の購入は近くに店がないため毎回タクシ

ー代が大変 

出歩かない、そもそも使う機会がない（４） 

路線が不便 (４) 

送ってもらう（２） 社用車があるため 

良い時間がない（２） 自分より高齢の方たちでいつも満席になるため、

利用できない 目的地に魅力がない（２） 

まほろば号がきてくれないから 実家にいることが少ないため 
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③コミュニティバスの不満な点 

◇コミュニティバスの不満な点としては、「運行本数が少なく、使いにくい」が最も多く、次いで「バ

ス停と鉄道、バス同士の乗り継ぎが不便」となっているなど、運行の時間帯に関する不満が多い

です。 

【コミュニティバスの不満な点】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④今後の路線バスやコミュニティバスに対して望むこと 

◇今後の路線バスやコミュニティバスに対して望むこととして、「運行本数が多く、使いやすい公共

交通であること」が最も多く、次いで「バスと鉄道、バス同士の乗り継ぎが便利であること」とな

っているなど、運行の時間帯に関する要望が多いです。 

【今後の路線バスやコミュニティバスに対して望むこと】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

運行本数が少なく使いにくい

生活にあった時間帯に運行していない

バス停が近くにない

目的地まで時間がかかる

バス停と鉄道、バス同士の乗り継ぎが不便

運賃が高い

その他

無回答

0 10 20 30 40 50 60

運行本数が多く、使いやすい公共交通であること

生活にあった時間帯に運行し、早い始発便や遅い最終便があること

まちの周辺、郊外などの集落をきめ細かく運行すること

目的地まで早く到着すること

バスと鉄道、バス同士の乗り継ぎが便利であること

高額すぎない運賃設定であること

その他

無回答

計＝1,218 

計＝1,218 
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２-２コミュニティバス利用状況調査 

（1）調査概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）調査内容・調査地点 
 

１/１７（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１/１8（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査目的 
現在のまほろば号の運行路線（地域線を除く）について、基幹バス路線の設
定等のための基礎データとして、乗車人数を把握することを目的としたもの
である。 

調査対象者 バス利用者 

調査期間 平成３１年１月１７日～平成３１年１月１８日 

調査方法 平日２日間を調査日とし、両日共に始発便から最終便までを観測 

 

調査地点 バス路線 観測するバス 観測内容 

１.都府楼駅前 ①大佐野回り 到着するバス 降車する人数 

②吉松回り 到着するバス 降車する人数 

③水城回り 到着するバス 降車する人数 

④国分回り 到着するバス 降車する人数 

⑤北谷回り 到着するバス 降車する人数 

⑥都府楼回り 到着するバス 降車する人数 

内山線［竈門神社］ 到着するバス 降車する人数 

２.西鉄五条駅 ⑤北谷回り 両方向のバス 乗・降車する人数、乗降後の乗車中の人数 

内山線［竈門神社］ 両方向のバス 乗・降車する人数、乗降後の乗車中の人数 

３.西鉄五条駅横 ⑦高雄回り 市役所方面のバス 乗・降車する人数、乗降後の乗車中の人数 

 

調査地点 バス路線 観測するバス 観測内容 

４.宮前  ⑤北谷回り 両方向のバス 乗・降車する人数、乗降後の乗車中の人数 

内山線［竈門神社］ 両方向のバス 乗・降車する人数、乗降後の乗車中の人数 

５.大佐野台入口 ①大佐野回り 両方向のバス 乗・降車する人数、乗降後の乗車中の人数 

②吉松回り 両方向のバス 乗・降車する人数、乗降後の乗車中の人数 

６.水城ヶ丘入口 ③水城回り 両方向のバス 乗・降車する人数、乗降後の乗車中の人数 

④国分回り 両方向のバス 乗・降車する人数、乗降後の乗車中の人数 
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下記の主要なバス停で調査を実施しました。 

 

 

【調査地点】 
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（3）調査結果 
①乗降者数 

◇１日あたりの合計降車人数は、「内山線」が最も多く、次いで「吉松回り」が多くなっています。 

◇１便あたりの平均降車人数は、「吉松回り」が最も多く、次いで「内山線」が多くなっています。 

 
【１日あたりの合計降車人数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１便あたりの平均降車人数】 
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図 １便あたりの平均降車人数 
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②遅れ時間 

◇１便あたりの最大遅れ時間は、「内山線」が最も大きくなっています。 

◇１便あたりの平均遅れ時間は、「高雄回り」が最も大きく、４分となっています。 

 

【１便あたりの最大遅れ時間】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１便あたりの平均遅れ時間】 
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